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(57)【要約】
　本明細書に含まれる発明の開示は、全体として、多く
の実施形態において、温度熱傷、太陽光暴露、又は摩擦
に起因する熱傷か否かに関らず、種々の組織熱傷の治療
に有効な医療用バンデージのクラスを対象とするもので
ある。かかる製品は、熱伝導性金属（しばしばアルミニ
ウム）の極めて薄い層を、熱傷創と直接接触するべく適
応された基材の基部に取り入れるとともに、前記アルミ
ニウム基材の上面を、放熱促進性のトポグラフィーをも
つべく製造して、熱対流特性を増強することにより熱傷
をより迅速に冷却するのに役だつ、複数の特殊化された
バンデージ及びラップを含み得る。前記バンデージはま
た、バンデージが適用されている熱傷の熱冷却状態を理
解するための、使用者用の熱変色性インジケータも特徴
とし得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱傷創用のバンデージであって、
第１表面と第２表面とを有している、薄い熱伝導性の金属サブストレートから実質的にな
る、第１層を含んでなり、
　ここで、該金属サブストレートの第１表面は、横から見ると実質的に平面であり、かつ
熱傷創に直接接触させるのに適合されたプロフィールを有しており、かつ
　ここで、前記金属サブストレートの第２表面の殆どは、横から見ると前記アルミニウム
サブストレートの基底平面の上に立ち上がり、かつ空気に直接暴露されるのに適合された
、非平面の、放熱促進性の表面トポグラフィーを有している、
前記バンデージ。
【請求項２】
　前記熱伝導性金属サブストレートが、アルミニウム、銀、金、銅、マグネシウム、タン
グステン、白金、及び、任意の他の上記の金属を実質的に主成分とする金属合金からなる
群より選択される金属から実質的になる、請求項１に記載のバンデージ。
【請求項３】
　実質的にポリマー性の物質から実質的になる、第２の外層をさらに含んでなり、前記第
２層は第１表面と第２表面とを有しており、
　ここで、前記第２の外層の第１表面は、前記第１層の第２表面の少なくとも２つの周縁
と結合しかつ被覆するべく適合されるが、また前記第１層の第２表面の殆どは、未被覆で
空気に暴露されたまま残し、
　ここで、前記第２層は、前記第１層の少なくとも２つの周縁を越えて延在し、
　ここで、前記第１層の前記少なくとも２つの周縁は、前記第２層の第１表面の一部に結
合され、
　ここで、前記第２外層の第１表面の残りは、実質的に、使用者の皮膚での使用に適合し
た非毒性の粘着性物質でコートされ；かつ
　ここで、前記第１及び第２層は、使用者の身体の１つ以上の領域へ適合されたフォーム
ファクターに合ったサイズ及び形状にされる、
請求項１に記載のバンデージ。
【請求項４】
　実質的にポリマー性の物質から実質的になる、第２の外層と、実質的に吸収性物質から
なる、第３の中間層とをさらに含んでなり、各層は、第１表面と第２表面とを有しており
、
　ここで、前記第３の中間吸収層の第１表面は、前記第１層の前記第２表面の周縁の少な
くとも２つと係合しかつ被覆するべく適合されているが、前記第１層の第２表面の殆どは
、未被覆で空気に暴露されたまま残し、
　ここで、前記第２の外層の第１表面は、前記第３層の第２表面の少なくとも２つの周縁
と係合しかつ被覆するべく適合されるが、また前記第１層の第２表面の殆どは、未被覆で
空気に暴露されたまま残し、
　ここで、前記第２及び第３層は、前記第１層の少なくとも２つの周縁を越えて延在し；
　ここで、前記第２層は、前記第３の中間層の少なくとも２つの周縁を越えて延在し；
　ここで、前記第１層の少なくとも２つの周縁は、前記第３中間層第１表面の一部に結合
され、
　ここで、前記第３中間層の少なくとも２つの周縁は、前記第２外層の第１表面の一部に
結合され、
　ここで、前記第２外層の第１表面の残りは、実質的に、使用者の皮膚での使用に適合し
た非毒性の粘着性物質でコートされ；かつ
　ここで、前記第１、第２、及び第３層は、使用者の身体の１つ以上の領域へ適合したフ
ォームファクターに合ったサイズ及び形状にされる、
請求項１に記載のバンデージ。
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【請求項５】
　前記非平面の、放熱促進性の表面トポグラフィーが、複数の放熱促進性の突起を含んで
おり、前記突起が、錐体様突起、ハーフドーム様突起、及び角錐様突起からなる群より選
択される、請求項１に記載のバンデージ。
【請求項６】
　前記複数の放熱促進性の突起が、前記第１層上に複数列状に配置され、各列の、その隣
接する列に対する配置が、互い違い、及び非互い違いからなる群より選択される、請求項
５に記載のバンデージ。
【請求項７】
　少なくとも１つの放熱促進性の突起が、その最上部から前記熱伝導性金属サブストレー
トの基底平面に向けて配置された孔を備えている、請求項５に記載のバンデージ。
【請求項８】
　前記第１層が、前記熱伝導性金属サブストレート中に、複数の製造された通気孔を含む
、請求項１に記載のバンデージ。
【請求項９】
　最上部から前記熱伝導性金属サブストレートの基底平面に向けて配置された孔を備えた
、前記少なくとも１つの放熱促進性の突起が、その孔を、前記熱伝導性金属サブストレー
トを貫通して延在させる、請求項７に記載のバンデージ。
【請求項１０】
　少なくとも１つの放熱促進性の突起中に配置された前記孔が、前記第１層の第２表面に
向けて狭くなり、かつ前記第１層の第１表面に向けて広くなる直径を有している、請求項
９に記載のバンデージ。
【請求項１１】
　少なくとも１つの放熱促進性の突起中に配置された前記孔が、前記孔の長さに沿って実
質的に同じサイズである、請求項９に記載のバンデージ。
【請求項１２】
　前記熱伝導性金属サブストレート中の材料が、少なくとも９２％のアルミニウムと約５
％のマグネシウムとを含有するアルミニウム合金からなる、請求項１に記載のバンデージ
。
【請求項１３】
　前記アルミニウム合金が、前記アルミニウム合金に、７７５℃ないし９００℃の範囲の
温度を受けさせる工程を含んでなるプロセスによってアニールされる、請求項１２に記載
のバンデージ。
【請求項１４】
　前記アルミニウム合金の自然冷却、即ち非炉中冷却の工程をさらに含んでなり、
　それにより、前記アルミニウム合金のひずみ硬化を実質的に除去し、かつ前記アルミニ
ウム合金の再結晶化が、実質的に均一な粒子成長と方向配向とをもたらすことを保証する
、
請求項１３に記載のバンデージ。
【請求項１５】
　熱変色性インジケータ部材をさらに含んでなり、
ここで、前記熱変色性インジケータ部材は、前記第１層を介して熱傷創と熱的連絡があり
、かつ
ここで、前記熱変色性インジケータ部材が、
　前記バンデージがその上に適用される熱傷が、所定の閾値に基づき、前記バンデージの
安全な除去にはまだ熱すぎるとき、使用者に表示すること、及び
　熱傷が、少なくとも所定の閾値まで冷却されたとき、前記バンデージが安全に除去され
及び／又は新たな医療用ドレッシング材に切り替え可能であるように、使用者に表示する
こと、
のためにキャリブレートされた材料からなる、請求項３に記載のバンデージ。
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【請求項１６】
　前記熱変色性インジケータ部材が、前記バンデージがそれに適用される熱傷の熱的状態
について、色をベースとする使用者表示を提供する、請求項１５に記載のバンデージ。
【請求項１７】
　前記熱変色性インジケータ部材が、前記バンデージがそれに適用される熱傷の熱的状態
について、アイコンをベースとする使用者表示を提供する、請求項１５に記載のバンデー
ジ。
【請求項１８】
　前記熱変色性インジケータ部材が、熱変色性液晶、ロイコ染料、及び熱変色性インクか
らなる群より選択される材料からなる、請求項１５に記載のバンデージ。
【請求項１９】
　前記第２層が、実質的に、穿孔された１５２７－ＥＮＰエチレンビニルアセテート（Ｅ
ＶＡ）からなる、請求項３に記載のバンデージ。
【請求項２０】
　前記フォームファクターが、指、親指、つま先、肘、手首、膝、くるぶし、足、手掌、
及び顔からなる群より選択される人体の部分への、バンデージ適用を促進するべく適応さ
れる、請求項３に記載のバンデージ。
【請求項２１】
　前記フォームファクターが、長方形、正方形、角丸長方形、円形、楕円形、三角形、角
丸三角形、及び連続ストリップロールからなる群より選択される形状のものである、請求
項３に記載のバンデージ。
【請求項２２】
　熱変色性インジケータ部材をさらに含んでなり、
ここで、前記熱変色性インジケータ部材は、前記第１層を介して熱傷創と熱的連絡があり
、かつ
ここで、前記熱変色性インジケータ部材が、
　前記バンデージがその上に適用される熱傷が、所定の閾値に基づき、前記バンデージの
安全な除去にはまだ熱すぎるとき、使用者に表示すること、及び
　熱傷が、少なくとも所定の閾値まで冷却されたとき、前記バンデージが安全に除去され
及び／又は新たな医療用ドレッシング材に切り替え可能であるように、使用者に表示する
こと、
のためにキャリブレートされた材料を含んでなる、請求項４に記載のバンデージ。
【請求項２３】
　前記熱変色性インジケータ部材が、前記バンデージがそれに適用される熱傷の熱的状態
について、色をベースとする使用者表示を提供する、請求項２２に記載のバンデージ。
【請求項２４】
　前記熱変色性インジケータ部材が、前記バンデージがそれに適用される熱傷の熱的状態
について、アイコンをベースとする使用者表示を提供する、請求項２２に記載のバンデー
ジ。
【請求項２５】
　前記熱変色性インジケータ部材が、熱変色性液晶、ロイコ染料、及び熱変色性インクか
らなる群より選択される材料からなる、請求項２２に記載のバンデージ。
【請求項２６】
　前記第２層が、実質的に、穿孔された１５２７－ＥＮＰエチレンビニルアセテート（Ｅ
ＶＡ）を含んでなる、請求項４に記載のバンデージ。
【請求項２７】
　前記第３中間層が、実質的に、コットンコーズ（ｃｏｔｔｏｎ　ｃａｕｓｅ）、シルク
ガーゼ、多孔性プラスチックガーゼ、及びヒドロゲルからなる群より選択される材料から
なる、請求項４に記載のバンデージ。
【請求項２８】
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　前記フォームファクターが、指、親指、つま先、肘、手首、膝、くるぶし、足、手掌、
及び顔からなる群より選択される人体の部分への、バンデージ適用を促進するべく適応さ
れる、請求項４に記載のバンデージ。
【請求項２９】
　前記フォームファクターが、長方形、正方形、角丸長方形、円形、楕円形、三角形、角
丸三角形、及び連続ストリップロールからなる群より選択される形状のものである、請求
項４に記載のバンデージ。
【請求項３０】
　熱傷創用のバンデージを作製する方法であって、
第１表面と第２表面とを有している、薄い熱伝導性の金属サブストレートから実質的にな
る、第１層を提供することを含んでなり、
　ここで、該金属サブストレートの第１表面は、横から見ると実質的に平面であり、かつ
熱傷創に直接接触させるのに適合されたプロフィールを有しており、かつ
　ここで、前記金属サブストレートの第２表面の殆どは、横から見ると前記アルミニウム
サブストレートの基底平面の上に立ち上がり、かつ空気に直接暴露されるのに適合された
、非平面の、放熱促進性の表面トポグラフィーを有している、
前記方法。
【請求項３１】
　前記熱伝導性金属サブストレートが、アルミニウム、銀、金、銅、マグネシウム、タン
グステン、白金、及び、任意の他の上記の金属を実質的に主成分とする金属合金からなる
群より選択される金属から実質的になる、請求項３０に記載の方法。
【請求項３２】
　実質的にポリマー性の物質から実質的になる、第２の外層を提供する工程をさらに含ん
でなり、前記第２層は第１表面と第２表面とを有しており、
　ここで、前記第２の外層の第１表面は、前記第１層の第２表面の少なくとも２つの周縁
と結合しかつカバーするべく適合されるが、また前記第１層の第２表面は、剥き出しで空
気に暴露されたまま残し、
　ここで、前記第２層は、前記第１層の少なくとも２つの周縁を超えて延在し、
　ここで、前記第１層の前記少なくとも２つの周縁は、前記第２層の第１表面の一部に結
合され、
　ここで、前記第２外層の第１表面の残りは、実質的に、使用者の皮膚での使用に適合し
た非毒性の粘着性物質でコートされ；かつ
　ここで、前記第１及び第２層は、使用者の身体の１つ以上の領域へ適合されたフォーム
ファクターに合ったサイズ及び形状にされる、
請求項３０に記載の方法。
【請求項３３】
　実質的にポリマー性の物質から実質的になる、第２の外層を提供することと、実質的に
吸収性物質からなる、第３の中間層を提供することの工程をさらに含んでなり、各層は、
第１表面と第２表面とを有しており、
　ここで、前記第３の中間吸収層の第１表面は、前記第１層の前記第２表面の周縁の少な
くとも２つと係合しかつ被覆するべく適合されているが、前記第１層の第２表面の殆どは
、剥き出しで空気に暴露されたまま残し、
　ここで、前記第２の外層の第１表面は、前記第３層の第２表面の少なくとも２つの周縁
と係合しかつ被覆するべく適合されるが、また前記第１層の第２表面の殆どは、剥き出し
で空気に暴露されたまま残し、
　ここで、前記第２及び第３層は、前記第１層の少なくとも２つの周縁を越えて延在し、
　ここで、前記第２層は、前記第３の中間層の少なくとも２つの周縁を越えて延在し、
　ここで、前記第１層の少なくとも２つの周縁は、前記第３中間層第１表面の一部に結合
され、
　ここで、前記第３中間層の少なくとも２つの周縁は、前記第２外層の第１表面の一部に
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結合され、
　ここで、前記第２外層の第１表面の残りは、実質的に、使用者の皮膚での使用に適合し
た非毒性の粘着性物質でコートされ；かつ
　ここで、前記第１、第２、及び第３層は、使用者の身体の１つ以上の領域へ適合したフ
ォームファクターに合ったサイズ及び形状にされる、
請求項３０に記載の方法。
【請求項３４】
　前記非平面の、放熱促進性の表面トポグラフィーが、複数の放熱促進性の突起を含んで
おり、前記突起が、錐体様突起、ハーフドーム様突起、及び角錐様突起からなる群より選
択される、請求項３０に記載の方法。
【請求項３５】
　前記複数の放熱促進性の突起が、前記第１層上の列中に配置され、各列の、その隣接す
る列に対する配置が、互い違い、及び非互い違いからなる群より選択される、請求項３４
に記載の方法。
【請求項３６】
　少なくとも１つの放熱促進性の突起が、その最上部から前記熱伝導性金属サブストレー
トの基底平面に向けて配置された孔を備えている、請求項３４に記載の方法。
【請求項３７】
　前記第１層が、前記熱伝導性金属サブストレート中に、複数の製造された通気孔を含む
、請求項３０に記載の方法。
【請求項３８】
　最上部から前記熱伝導性金属サブストレートの基底平面に向けて配置された孔を備えた
、前記少なくとも１つの放熱促進性の突起が、その孔を、前記熱伝導性金属サブストレー
トを貫通して延在させる、請求項３６に記載の方法。
【請求項３９】
　少なくとも１つの放熱促進性の突起中に配置された前記孔が、前記第１層の第２表面に
向けて狭くなり、かつ前記第１層の第１表面に向けて広くなる直径を有している、請求項
３８に記載の方法。
【請求項４０】
　少なくとも１つの放熱促進性の突起中に配置された前記孔が、前記孔の長さに沿って実
質的に同じサイズである、請求項３８に記載の方法。
【請求項４１】
　前記熱伝導性金属サブストレート中の材料が、少なくとも９２％のアルミニウムと約５
％のマグネシウムとを含有するアルミニウム合金からなる、請求項３０に記載の方法。
【請求項４２】
　前記アルミニウム合金が、前記アルミニウム合金に、７７５℃ないし９００℃の範囲の
温度を受けさせる工程を含んでなるプロセスによってアニールされる、請求項４１に記載
の方法。
【請求項４３】
　前記アルミニウム合金の自然冷却させること、即ち非炉中冷却の工程をさらに含んでな
り、
　それにより、前記アルミニウム合金のひずみ硬化を実質的に除去し、かつ前記アルミニ
ウム合金の再結晶化が、実質的に均一な粒子成長と方向配向とをもたらすことを保証する
、
請求項４２に記載の方法。
【請求項４４】
　熱変色性インジケータ部材を提供する工程をさらに含んでなり、
ここで、前記熱変色性インジケータ部材は、前記第１層を介して熱傷創と熱的連絡があり
、かつ
ここで、前記熱変色性インジケータ部材が、
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　前記バンデージがその上に適用される熱傷が、所定の閾値に基づき、前記バンデージの
安全な除去にはまだ熱すぎるとき、使用者に表示すること、及び
　熱傷が、少なくとも所定の閾値まで冷却されたとき、前記バンデージが安全に除去され
及び／又は新たな医療用ドレッシング材に切り替え可能であるように、使用者に表示する
こと、
のためにキャリブレートされた材料からなる、請求項３２に記載の方法。
【請求項４５】
　前記熱変色性インジケータ部材が、前記バンデージがそれに適用される熱傷の熱的状態
について、色をベースとする使用者表示を提供する、請求項３２に記載の方法。
【請求項４６】
　前記熱変色性インジケータ部材が、前記バンデージがそれに適用される熱傷の熱的状態
について、アイコンをベースとする使用者表示を提供する、請求項３２に記載の方法。
【請求項４７】
　前記熱変色性インジケータ部材が、熱変色性液晶、ロイコ染料、及び熱変色性インクか
らなる群より選択される材料を含んでなる、請求項３２に記載の方法。
【請求項４８】
　前記第２層が、実質的に、穿孔された１５２７－ＥＮＰエチレンビニルアセテート（Ｅ
ＶＡ）からなる、請求項３２に記載の方法。
【請求項４９】
　前記フォームファクターが、指、親指、つま先、肘、手首、膝、くるぶし、足、手掌、
及び顔からなる群より選択される人体の部分への、バンデージ適用を促進するべく適応さ
れる、請求項３２に記載の方法。
【請求項５０】
　前記フォームファクターが、長方形、正方形、角丸長方形、円形、楕円形、三角形、角
丸三角形、及び連続ストリップロールからなる群より選択される形状のものである、請求
項３２に記載の方法。
【請求項５１】
　熱変色性インジケータ部材を提供する工程をさらに含んでなり、
ここで、前記熱変色性インジケータ部材は、前記第１層を介して熱傷創と熱的連絡があり
、かつ
ここで、前記熱変色性インジケータ部材が、
　前記バンデージがその上に適用される熱傷が、所定の閾値に基づき、前記バンデージの
安全な除去にはまだ熱すぎるとき、使用者に表示すること、及び
　熱傷が、少なくとも所定の閾値まで冷却されたとき、前記バンデージが安全に除去され
及び／又は新たな医療用ドレッシング材に切り替え可能であるように、使用者に表示する
こと、
のためにキャリブレートされた材料を含んでなる、請求項３３に記載の方法。
【請求項５２】
　前記熱変色性インジケータ部材が、前記バンデージがそれに適用される熱傷の熱的状態
について、色をベースとする使用者表示を提供する、請求項５１に記載の方法。
【請求項５３】
　前記熱変色性インジケータ部材が、前記バンデージがそれに適用される熱傷の熱的状態
について、アイコンをベースとする使用者表示を提供する、請求項５１に記載の方法。
【請求項５４】
　前記熱変色性インジケータ部材が、熱変色性液晶、ロイコ染料、及び熱変色性インクか
らなる群より選択される材料からなる、請求項５１に記載の方法。
【請求項５５】
　前記第２層が、実質的に、穿孔された１５２７－ＥＮＰエチレンビニルアセテート（Ｅ
ＶＡ）を含んでなる、請求項３３に記載の方法。
【請求項５６】
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　前記第３中間層が、実質的に、コットンコーズ（ｃｏｔｔｏｎ　ｃａｕｓｅ）、シルク
ガーゼ、多孔性プラスチックガーゼ、及びヒドロゲルからなる群より選択される材料から
なる、請求項３３に記載の方法。
【請求項５７】
　前記フォームファクターが、指、親指、つま先、肘、手首、膝、くるぶし、足、手掌、
及び顔からなる群より選択される人体の部分への、バンデージ適用を促進するべく適応さ
れる、請求項３３に記載の方法。
【請求項５８】
　前記フォームファクターが、長方形、正方形、角丸長方形、円形、楕円形、三角形、角
丸三角形、及び連続ストリップロールからなる群より選択される形状のものである、請求
項３３に記載のバンデージ。
【請求項５９】
　請求項１に記載のバンデージを使用する方法であって、
　請求項１に記載のバンデージを得ること、
　前記バンデージを熱傷創に対し、前記第１層の第１表面を、前記熱傷創と直接接触させ
て適用すること、及び
　前記バンデージのいくつかの、又は全ての縁に沿って非熱傷組織を囲む組織まで延長し
て粘着性の医療用テープを適用することにより、前記バンデージを前記熱傷創の上の位置
に固定すること、
の工程を含んでなり、
　ここで、前記バンデージ第１層の上面は、殆どが剥き出しで周囲環境に暴露されたまま
残される、
該方法。
【請求項６０】
　前記熱伝導性金属サブストレートが、アルミニウム、銀、金、銅、マグネシウム、タン
グステン、白金、及び、任意の他の上記の金属を実質的に主成分とする金属合金からなる
群より選択される金属から実質的になる、請求項５９に記載の方法。
【請求項６１】
　前記非平面の、放熱促進性の表面トポグラフィーが、複数の放熱促進性の突起を含んで
おり、前記突起が、錐体様突起、ハーフドーム様突起、及び角錐様突起からなる群より選
択される、請求項５９に記載の方法。
【請求項６２】
　前記複数の放熱促進性の突起が、前記第１層上の列中に配置され、各列の、その隣接す
る列に対する配置が、互い違い、及び非互い違いからなる群より選択される、請求項６１
に記載の方法。
【請求項６３】
　少なくとも１つの放熱促進性の突起が、その最上部から前記熱伝導性金属サブストレー
トの基底平面に向けて配置された孔を備えている、請求項６１に記載の方法。
【請求項６４】
　前記第１層が、前記熱伝導性金属サブストレート中に、複数の製造された通気孔を含む
、請求項５９に記載の方法。
【請求項６５】
　最上部から前記熱伝導性金属サブストレートの基底平面に向けて配置された孔を備えた
、前記少なくとも１つの放熱促進性の突起が、その孔を、前記熱伝導性金属サブストレー
トを貫通して延在させる、請求項６３に記載の方法。
【請求項６６】
　少なくとも１つの放熱促進性の突起中に配置された前記孔が、前記第１層の第２表面に
向けて狭くなり、かつ前記第１層の第１表面に向けて広くなる直径を有している、請求項
６５に記載の方法。
【請求項６７】



(9) JP 2014-524276 A 2014.9.22

10

20

30

40

50

　少なくとも１つの放熱促進性の突起中に配置された前記孔が、前記孔の長さに沿って実
質的に同じサイズである、請求項６５に記載の方法。
【請求項６８】
　前記熱伝導性金属サブストレート中の材料が、少なくとも９２％のアルミニウムと約５
％のマグネシウムとを含有するアルミニウム合金からなる、請求項５９に記載の方法。
【請求項６９】
　前記アルミニウム合金が、前記アルミニウム合金に、７７５℃ないし９００℃の範囲の
温度を受けさせる工程を含んでなるプロセスによってアニールされる、請求項６８に記載
の方法。
【請求項７０】
　前記アニールプロセスが、前記アルミニウム合金を自然冷却させること、即ち非炉中冷
却の工程をさらに含んでなり、
　それにより、前記アルミニウム合金の任意のひずみ硬化を実質的に除去し、かつ前記ア
ルミニウム合金の再結晶化が、実質的に均一な粒子成長と方向配向とをもたらすことを保
証する、
請求項６９に記載の方法。
【請求項７１】
　前記バンデージが、熱変色性インジケータ部材をさらに含んでなり、
ここで、前記熱変色性インジケータ部材は、前記第１層を介して熱傷創と熱的連絡があり
、かつ
ここで、前記熱変色性インジケータ部材が、
　前記バンデージがその上に適用される熱傷が、所定の閾値に基づき、前記バンデージの
安全な除去にはまだ熱すぎるとき、使用者に表示すること、及び
　熱傷が、少なくとも所定の閾値まで冷却されたとき、前記バンデージが安全に除去され
及び／又は新たな医療用ドレッシング材に切り替え可能であるように、使用者に表示する
こと、
のためにキャリブレートされた材料を含んでなる、請求項５９に記載の方法であって、
前記方法がさらに、
　前記熱変色性インジケータ部材を観察すること、
　前記熱変色性インジケータ部材が、前記熱傷創が熱すぎることを示す場合には、さらに
、前記熱傷創上の前記バンデージの適用を継続して、前記熱傷創をさらに冷却すること、
　前記熱変色性インジケータ部材が、前記熱傷創が充分に冷却されていることを示す場合
は、次に、前記バンデージを前記熱傷創から除去し、かつ別の医療用ドレッシング材を前
記熱傷創に適用すること、及び
　前記バンデージが前記熱傷創から除去されるまで、先の工程を必要に応じて繰り返すこ
と、
の工程を含んでなる、前記方法。
【請求項７２】
　前記熱変色性インジケータ部材が、前記バンデージがそれに適用される熱傷の熱的状態
について、色をベースとする使用者表示を提供する、請求項７１に記載の方法。
【請求項７３】
　前記熱変色性インジケータ部材が、前記バンデージがそれに適用される熱傷の熱的状態
について、アイコンをベースとする使用者表示を提供する、請求項７１に記載の方法。
【請求項７４】
　前記熱変色性インジケータ部材が、熱変色性液晶、ロイコ染料、及び熱変色性インクか
らなる群より選択される材料からなる、請求項７１に記載の方法。
【請求項７５】
　前記別の医療用ドレッシング材が、医薬化合物、治療用化合物、及び無菌のガーゼをベ
ースとするか又は綿をベースとするバンデージからなる群より選択される、任意の１つ又
は組合せのドレッシング材である、請求項７１に記載の方法。
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【請求項７６】
　前記フォームファクターが、指、親指、つま先、肘、手首、膝、くるぶし、足、手掌、
及び顔からなる群より選択される人体の部分への、バンデージ適用を促進するべく適応さ
れる、請求項５９に記載の方法。
【請求項７７】
　前記バンデージが、長方形、正方形、角丸長方形、円形、楕円形、三角形、角丸三角形
、及び連続ストリップロールからなる群より選択される形状のフォームファクターを有し
ている、請求項５９に記載の方法。
【請求項７８】
　前記適用されたバンデージの暴露された熱伝導性金属サブストレートに、強制空冷を受
けさせる工程をさらに含んでなる、請求項５９に記載の方法。
【請求項７９】
　請求項４に記載のバンデージを使用する方法であって：
　請求項２に記載のバンデージを得ること；
　前記バンデージを熱傷創に対し、前記第１層の第１表面を、前記熱傷創と直接接触させ
て適用すること；及び
　前記バンデージの前記第２層の第１面上に配置された前記粘着性物質により、前記バン
デージを前記熱傷創の上の位置に固定すること、
の工程を含んでなる、前記方法。
【請求項８０】
　前記熱伝導性金属サブストレートが、アルミニウム、銀、金、銅、マグネシウム、タン
グステン、白金、及び、任意の他の上記の金属を実質的に主成分とする金属合金からなる
群より選択される金属を実質的に含んでなる、請求項７９に記載の方法。
【請求項８１】
　前記非平面の、放熱促進性の表面トポグラフィーが、複数の放熱促進性の突起を含んで
おり、前記突起が、錐体様突起、ハーフドーム様突起、及び角錐様突起からなる群より選
択される、請求項７９に記載の方法。
【請求項８２】
　前記複数の放熱促進性の突起が、前記第１層上の列中に配置され、各列の、その隣接す
る列に対する配置が、互い違い、及び非互い違いからなる群より選択される、請求項８１
に記載の方法。
【請求項８３】
　少なくとも１つの放熱促進性の突起が、その最上部から前記熱伝導性金属サブストレー
トの基底平面に向けて配置された孔を備えている、請求項８１に記載の方法。
【請求項８４】
　前記第１層が、前記熱伝導性金属サブストレート中に、複数の製造された通気孔を含む
、請求項７９に記載の方法。
【請求項８５】
　最上部から前記熱伝導性金属サブストレートの基底平面に向けて配置された孔を備えた
、前記少なくとも１つの放熱促進性の突起が、その孔を、前記熱伝導性金属サブストレー
トを貫通して延在させる、請求項８３に記載の方法。
【請求項８６】
　少なくとも１つの放熱促進性の突起中に配置された前記孔が、前記第１層の第２表面に
向けて狭くなり、かつ前記第１層の第１表面に向けて広くなる直径を有している、請求項
８５に記載の方法。
【請求項８７】
　少なくとも１つの放熱促進性の突起中に配置された前記孔が、前記孔の長さに沿って実
質的に同じサイズである、請求項８５に記載の方法。
【請求項８８】
　前記熱伝導性金属サブストレート中の材料が、少なくとも９２％のアルミニウムと約５
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％のマグネシウムとを含有するアルミニウム合金からなる、請求項７９に記載の方法。
【請求項８９】
　前記アルミニウム合金が、前記アルミニウム合金に、７７５℃ないし９００℃の範囲の
温度を受けさせる工程を含んでなるプロセスによってアニールされる、請求項８８に記載
の方法。
【請求項９０】
　前記アニールプロセスが前記アルミニウム合金を自然冷却させること、即ち非炉中冷却
の工程をさらに含んでなり、
　それにより、前記アルミニウム合金のひずみ硬化を実質的に除去し、かつ前記アルミニ
ウム合金の再結晶化が、実質的に均一な粒子成長と方向配向とをもたらすことを保証する
、
請求項８９に記載の方法。
【請求項９１】
　前記バンデージが、熱変色性インジケータ部材をさらに含んでなり、
ここで、前記熱変色性インジケータ部材は、前記第１層を介して熱傷創と熱的連絡があり
、かつ
ここで、前記熱変色性インジケータ部材が、
　前記バンデージが適用される熱傷が、所定の閾値に基づき、前記バンデージの安全な除
去にはまだ熱すぎるとき、使用者に表示すること、及び
　熱傷が、少なくとも所定の閾値まで冷却されたとき、前記バンデージが安全に除去され
及び／又は新たな医療用ドレッシング材に切り替え可能であるように、使用者に表示する
こと、
のためにキャリブレートされた材料からなる、請求項７９に記載の方法であって、
前記方法がさらに、
　前記熱変色性インジケータ部材を観察すること、
　前記熱変色性インジケータ部材が、前記熱傷創が熱すぎることを示す場合には、さらに
、前記熱傷創上の前記バンデージの適用を継続して、前記熱傷創をさらに冷却すること、
　前記熱変色性インジケータ部材が、前記熱傷創が充分に冷却されていることを示す場合
は、次に、前記バンデージを前記熱傷創から除去し、かつ別の医療用ドレッシング材を前
記熱傷創に適用すること、及び
　前記バンデージが前記熱傷創から除去されるまで、先の工程を必要に応じて繰り返すこ
と、
の工程を含んでなる、前記方法。
【請求項９２】
　前記熱変色性インジケータ部材が、前記バンデージがそれに適用される熱傷の熱的状態
について、色をベースとする使用者表示を提供する、請求項９１に記載の方法。
【請求項９３】
　前記熱変色性インジケータ部材が、前記バンデージがそれに適用される熱傷の熱的状態
について、アイコンをベースとする使用者表示を提供する、請求項９１に記載の方法。
【請求項９４】
　前記熱変色性インジケータ部材が、熱変色性液晶、ロイコ染料、及び熱変色性インクか
らなる群より選択される材料を含んでなる、請求項９１に記載の方法。
【請求項９５】
　前記別の医療用ドレッシング材が、医薬化合物、治療用化合物、及び無菌のガーゼをベ
ースとするか又は綿をベースとするバンデージからなる群より選択される、任意の１つ又
は組合せのドレッシング材である、請求項９１に記載の方法。
【請求項９６】
　前記第２層が実質的に、穿孔された１５２７－ＥＮＰエチレンビニルアセテート（ＥＶ
Ａ）からなる、請求項７９に記載の方法。
【請求項９７】
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　前記フォームファクターが、指、親指、つま先、肘、手首、膝、くるぶし、足、手掌、
及び顔からなる群より選択される人体の部分への、バンデージ適用を促進するべく適応さ
れる、請求項７９に記載の方法。
【請求項９８】
　前記フォームファクターが、長方形、正方形、角丸長方形、円形、楕円形、三角形、角
丸三角形、及び連続ストリップロールからなる群より選択される形状のものである、請求
項７９に記載の方法。
【請求項９９】
　前記第３の中間層が、実質的に、コットンコーズ（ｃｏｔｔｏｎ　ｃａｕｓｅ）、シル
クガーゼ、多孔性プラスチックガーゼ、及びヒドロゲルからなる群より選択される材料か
らなる、請求項７９に記載の方法。
【請求項１００】
　前記適用されたバンデージの暴露された熱伝導性金属サブストレートに、強制空冷を受
けさせる工程をさらに含んでなる、請求項７９に記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本特許出願は、「医学的治癒を補助するためのアルミニウムをベースとするバンデージ
及び使用法（Ａｌｕｍｉｎｕｍ－Ｂａｓｅｄ　Ｂａｎｄａｇｅｓ　ｔｏ　Ａｉｄ　ｉｎ　
Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｈｅａｌｉｎｇ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｏｆ　Ｕｓｅ）」に関する
２０１１年１２月２３日出願の特許協力条約（ＰＣＴ）出願第ＰＣＴ／ＵＳ２０１１／６
７２５６号の一部継続出願であり、かつ同号の利益を主張する。
【０００２】
　本特許出願はまた、「医学的治癒を補助するためのアルミニウム注入組成物及び装置並
びに使用法（Ａｌｕｍｉｎｕｍ－Ｉｎｆｕｓｅｄ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｓ　ａｎｄ　
Ｄｅｖｉｃｅｓ　ｔｏ　Ａｉｄ　ｉｎ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｈｅａｌｉｎｇ　ａｎｄ　Ｍｅ
ｔｈｏｄｓ　ｏｆ　Ｕｓｅ）」に関する２０１１年７月２９日に出願の米国特許出願第６
１／５１３，３６６号の利益も主張する。
【０００３】
　本特許出願はまた、「医学的治癒を補助するための熱伝導性の、金属をベースとするバ
ンデージ及び使用法（Ｔｈｅｒｍａｌｌｙ　Ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ，Ｍｅｔａｌ－Ｂａｓ
ｅｄ　Ｂａｎｄａｇｅｓ　ｔｏ　Ａｉｄ　ｉｎ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｈｅａｌｉｎｇ　ａｎ
ｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｏｆ　Ｕｓｅ）」に関する２０１２年７月１０日出願の特許出願第
６１／６７０，０９０号の利益も主張する。
【０００４】
　さらに本特許出願は、ＰＣＴ出願第ＰＣＴ／ＵＳ２０１１／６７２５６号、米国特許出
願第６１／５１３，３６６号、及び米国特許出願第６１／６７０，０９０号の各々の記載
全体をあらゆる目的で参照により本明細書に援用する。
【背景技術】
【０００５】
　熱損傷（ｂｕｒｎ　ｉｎｊｕｒｉｅｓ）は、火、化学物質、電気、及び摩擦により生じ
、かつ重症度は変わり得る。第１度熱傷（ｂｕｒｎｓ）は、最も軽度であり、発赤を生じ
、比較的速やかに治癒する。そのスペクトラムの対極として、第４度熱傷は、最も重度で
あり、筋肉及び骨のレベルまで達する。第２及び第３度熱傷は、これら両極端の間に入る
。
【０００６】
　医療専門家は、熱傷をいかに治療するかを決定する際、しばしばバランスを取ろうとす
る。一方では、熱傷が表在性で比較的乾燥している場合、多くの者は、水又はある種の軟
膏もしくはクリームを用いて当該創傷（ｗｏｕｎｄ）を保湿するべきであると感じるであ
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ろう。例えば、中国のスー（Ｘｕ）博士は、湿潤暴露熱傷療法（Ｍｏｉｓｔ　Ｅｘｐｏｓ
ｅｄ　Ｂｕｒｎ　Ｔｈｅｒａｐｙ）と称される「代替」技術を開発したが、これは、熱傷
創（ｂｕｒｎ　ｗｏｕｎｄ）を乾燥状態に保つことにより熱傷被害者を治す従来法とは異
なっており、スー教授は患者の熱傷創を湿潤に保持する。スー博士の治療レジメンは、抗
生物質及び殺菌剤を熱傷創に投与することを殆ど必要としない。その代り、スー博士は天
然のハーブを用いて熱傷創治癒を補助するが、ここでは、使用される主成分は蜜蝋を基剤
とした天然植物抽出物である。しかしながら、多くの軟膏及び／又はクリームを塗布する
ことによる問題は、かかる塗布がしばしば創傷から熱を奪うのを助けないことである。他
方では、熱傷が、体液が滲出する第２度熱傷のようにさらに重い場合には、感染の恐れは
増大する。かかる場合、一部の医療専門家はかかる創傷を比較的乾燥させておくべきであ
ると感じる一方、なお他の者は、感染と戦うための抗生物質特性をもつ種々の軟膏ドレッ
シング材の適用を主張し得る。それ故、何れにとっても最善を提供できる治療戦略を提案
することが望ましいであろう。
【０００７】
　１９４８年８月３０日、タイム誌（Ｔｉｍｅ　Ｍａｇａｚｉｎｅ）は、爆発する機関車
からの蒸気がエリー鉄道（Ｅｒｉｅ　Ｒａｉｌｒｏａｄ）の機関士フランク・ミフラン（
Ｆｒａｎｋ　Ｍｉｈｌａｎ）をやけどさせたと報告した。ミフランが１９４８年７月１５
日にクリーブランド慈善病院（Ｃｈａｒｉｔｙ　Ｈｏｓｐｉｔａｌ）に運ばれたとき、彼
の身体の７０％は熱傷を負っており、医師らはミフランが生き延びるチャンスは殆どない
と考えた。しかしながら主治医らは、トロントのアルフレッド（Ａｌｆｒｅｄ）Ｗ．ファ
ーマー（Ｆａｒｍｅｒ）博士により開発された技術、アルミニウム箔の薄帯でミフランの
熱傷を包むこと、を試すことにした。米国でアルミニウム箔を熱傷に使用したのはこれが
初めてであり、全身の熱傷に使用されたのはこれが初めてだった。疼痛からの解放は「奇
跡的」であり、適用後２０分以内に、ミフランは心地よく休息していた。念のため、ミフ
ランには静脈内輸液及びペニシリンが与えられた。タバコのパッケージの内側のラッピン
グのように見えるアルミニウム箔は、熱傷表面からしみ出る体液のためのシールとして作
用したらしい。それはまた細菌を殺すのを助けて、治癒プロセスを速めたようである。ア
ルミニウム箔ラッピングでバンデージされてから１２日後、ミフランは離床した。最終的
にミフランは、一次的に発赤はあったものの、瘢痕なしで退院した。
【０００８】
　さらに、２００４年のアメリカン・ジャーナル（Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｊｏｕｒｎａｌ）
の記事は、以下の通り報告した。
　密封・圧迫ドレッシング材下側に温度熱傷用の乾いた無菌の第一被覆材としてのアルミ
ニウム箔を用いることが、熱傷表面の浸軟を減らす方法として提示された。この方法は、
軟膏使用をなくすことにより、また滲出液の熱傷周辺への分散を促進することにより、局
所的な結果に良好な影響を及ぼしたようである。処置の結果としての毒性の証拠は、何ら
検出されなかった。全身的な反応は、いずれにしろ明らかではなかった。
【０００９】
　上記記載の逸話的報告及び報告された研究にもかかわらず、治癒用薬剤としてアルミニ
ウム箔を用いることの実地応用に関しては、公のデータは何ら容易には入手できない。加
えて、現在まで、通常は救急隊組織用に確保された大型のブランケット以外には、汎用目
的で販売するための商業用にデザインされたアルミニウム由来の医療用品はないようであ
る。
【００１０】
　アルミニウム由来の製品に関する１つの既存公知の用途は、収斂性のアルミニウムベー
スの化合物、塩化アルミニウムの使用にあり、これは、汗孔の収縮を引き起こす目的で脱
臭パッドに適用するため、当分野において様々な濃度で使用されてきた。例えば、サンタ
・アナ（Ｓａｎｔａ　Ａｎａ）に対する米国特許第５，４０３，５８８号明細書（特許文
献１）は、ディスポーザブルな体臭脱臭パッド及びそのための脱臭剤を対象としたもので
ある。サンタ・アナの特許は、基本的には、３ないし４グラムの塩化アルミニウムを約１
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３０ｃｃのアセトン－イソプロピルアルコール溶液中に溶解させて、使用者の汗孔の効果
的な収縮を達成する。この公知の用途にもかかわらず、止血薬として作用するか又は創傷
をシールするための、市場で入手可能な材料からなるアルミニウムベースの組成物はない
。
【００１１】
　見たところ、アルミニウムの天然産物及び副産物双方の医学的利点を用いた、一般大衆
に利用可能な具体的な取扱製品は全くない。例えば、極めて薄いアルミニウムの層又はス
トリップを含んでなる市販のバンデージもなければ、実質的にアルミニウムを含む分子組
成物を注入された治療用クリーム、軟膏、又は他の医薬組成物もない。
【００１２】
　アルミニウム注入された治癒／治療用の一連の製品（例えば、特殊化されたバンデージ
、熱傷クリームなど）を開発することは有利であろう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】米国特許第５，４０３，５８８号明細書
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本明細書に含まれる発明の開示は、全体として、多くの実施形態において、温度熱傷、
太陽光暴露、又は摩擦に起因する熱傷か否かに関らず、組織熱傷の治療に有用な医療用製
品のクラスを対象とするものである。かかる製品は、増強された材料特性と表面特性とを
もつ熱伝導性金属の極めて薄い層を組み入れて、熱傷創を冷却するための可撓性と有効な
熱伝達特性とを確保する、複数の特殊化されたバンデージ及びラップを含み得る。増強さ
れた放熱能力を用いた１つの重要な実施形態は、このアルミニウムサブストレート（ｓｕ
ｂｓｔｒａｔｅ）を特徴とし、一方の面が熱傷創と直接接触するのに適合されているのに
対し、アルミニウムサブストレートの他方の面は空気に暴露した、顕微鏡視野の錐体、中
空に似たトポグラフィーを備え、創傷への通気も提供する。中空錐体構造は、アルミニウ
ムサブストレートの暴露表面積を大いに増大させて、効率的な熱対流プロセスを促進する
とともに、なおバンデージを任意の必要な方向へ曲げられるようにする。ある種の組織創
傷を治癒するのに有利である多くの特性を示すことの他に、以下に議論される通り、アル
ミニウムは非毒性であり、滅菌が容易であり、比較的安価でそれを用いた製造が容易であ
り、かつ世界中で豊富に採掘される。
【００１５】
　以降、本出願に記載されたクラス全体の製品は、「アルミネイド（登録商標）（Ａｌｕ
ｍｉｎａｉｄＴＭ）」又は「アルミネイズ（登録商標）（ＡｌｕｍｉｎａｉｄｓＴＭ）」
と称される。これらのアルミニウム由来の製品は、温度熱傷により生じる不快感及び疼痛
を軽減するべく特別にデザインされている。さらに、アルミネイド（登録商標）は、天然
組成物と一般的な製造プロセスとの組み合わせにより、瘢痕化を最小限にし、感染を抑制
し、浸軟を防止し、かつ後の皮膚移植の必要性を低減する可能性を有している。
【００１６】
　本特許出願において提供される本発明の原理及び開示は、熱伝導性金属をベースとする
任意のサブストレートに適用可能であり、それら自体が、添付の特許請求の範囲を含め、
本特許出願の範囲内に含まれるものと考えられる。
【００１７】
　上述の概要は、少数の重要な（しかし全てではない）実施形態の簡便な概要として提供
されている。しかしながら、それは、添付の特許請求の範囲及び付随の図面を含め、本特
許出願に含まれる開示の範囲を限定することを意図したものではない。
【００１８】
　本特許出願は、「医学的治癒を補助するためのアルミニウムをベースとするバンデージ
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及び使用法（Ａｌｕｍｉｎｕｍ－Ｂａｓｅｄ　Ｂａｎｄａｇｅｓ　ｔｏ　Ａｉｄ　ｉｎ　
Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｈｅａｌｉｎｇ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｏｆ　Ｕｓｅ）」に関する
２０１１年１２月２３日出願の、特許協力条約（ＰＣＴ）出願第ＰＣＴ／ＵＳ２０１１／
６７２５６号の一部継続出願であり、かつ同号を参照により本明細書に援用する。しかし
ながら、読者への便宜及びわかりやすさのため、ＰＣＴ出願第ＰＣＴ／ＵＳ２０１１／６
７２５６号からのオリジナルの図面１Ａ－１９は、本特許出願において再掲されている。
しかしながら図２０Ａ－３１Ｇは、いくつかの追加の及び／又は改善された実施形態を示
しており、本開示に加えられたものである。全ての図面の簡単な説明は、以下の通りであ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１Ａ】放熱促進性の錐体様突起の領域を特徴とする上面トポグラフィーを示している
、アルミネイド（登録商標）バンデージ（大型長方形の一般的なフォームファクター）の
１つの実施形態を示す図である。
【図１Ｂ】使用者の組織と接触させることが意図されている実質的に滑らかなアルミニウ
ムサブストレートを特徴とする下面トポグラフィーを示している、アルミネイド（登録商
標）（大型長方形の一般的なフォームファクター）の１つの実施形態を示す図である。
【図２Ａ】放熱促進性の角錐様突起の領域を特徴とする上面トポグラフィーを示している
、アルミネイド（登録商標）バンデージ（大型長方形の一般フォームファクター）の１つ
の実施形態を示す図である。
【図２Ｂ】使用者の組織と接触させることが意図されている実質的に滑らかなアルミニウ
ムサブストレートを特徴とする下面トポグラフィーを示している、アルミネイド（登録商
標）バンデージ（大型長方形の一般フォームファクター）の１つの実施形態を示す図であ
る。
【図３Ａ】放熱促進性の錐体様突起の領域を特徴とする上面トポグラフィーを示している
、アルミネイド（登録商標）バンデージ（幅狭の、実質的に長方形の一般フォームファク
ター）の１つの実施形態を示す図である。
【図３Ｂ】使用者の組織と接触させることが意図されている実質的に滑らかなアルミニウ
ムサブストレートを特徴とする下面トポグラフィーを示している、アルミネイド（登録商
標）バンデージ（幅狭の、実質的に長方形の一般フォームファクター）の１つの実施形態
を示す図である。
【図４Ａ】放熱促進性の角錐様突起の領域を特徴とする表面トポグラフィーを示している
、アルミネイド（登録商標）バンデージ（幅狭の長方形の一般フォームファクター）の１
つの実施形態を示す図である。
【図４Ｂ】使用者の組織と接触させることが意図されている実質的に滑らかなアルミニウ
ムサブストレートを特徴とする下面トポグラフィーを示している、アルミネイド（登録商
標）バンデージ（幅狭の、実質的に長方形の一般フォームファクター）の１つの実施形態
を示す図である。
【図５Ａ】放熱促進性の錐体様突起の領域を特徴とする表面トポグラフィーを示している
、アルミネイド（登録商標）バンデージ（指型のフォームファクター）の１つの実施形態
を示す図である。このフォームファクターは、指の先端に係合すべく適合された末端の粘
着性タブ３５と、バンデージが適用される指の周辺部位に貼るための漸増的なサイズの３
つのセクション２０、２５、３０とを包含する。
【図５Ｂ】使用者の組織と接触させることが意図されている実質的に滑らかなアルミニウ
ムサブストレートを特徴とする下面トポグラフィーを示している、アルミネイド（登録商
標）バンデージ（幅狭の指型のフォームファクター）の１つの実施形態を示す図である。
このフォームファクターは、指の先端に係合すべく適合された末端の粘着性タブ３５と、
バンデージが適用される指の周辺部位に係合するための漸増的なサイズの３つのセクショ
ン２０、２５、３０とを包含する。
【図６Ａ】放熱促進性の角錐様突起の領域を特徴とする表面トポグラフィーを示している
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、アルミネイド（登録商標）バンデージ（指型のフォームファクター）の１つの実施形態
を示す図である。このフォームファクターは、指の先端に係合すべく適合された末端の粘
着性タブ３５と、バンデージが適用される指の周辺部位に係合するための漸増的なサイズ
の３つのセクション２０、２５、３０とを包含する。
【図６Ｂ】使用者の組織と接触させることが意図されている実質的に滑らかなアルミニウ
ムサブストレートを特徴とする下面トポグラフィーを示している、アルミネイド（登録商
標）バンデージ（幅狭の指型のフォームファクター）の１つの実施形態を示す図である。
このフォームファクターは、指の先端に係合すべく適合された末端の粘着性タブ３５と、
バンデージが適用される指の周辺部位に係合するための漸増的なサイズの３つのセクショ
ン２０、２５、３０とを包含する。
【図７】アルミネイド（登録商標）バンデージ材料のロールの１つの実施形態を示す図で
あり、ここで、表面積の大半は、滑らかな面（組織へ適用される面）と、放熱促進性の突
起又は隆起の領域を有する面とを備えた、アルミニウムサブストレートに専用されている
。ある実施形態では、ロールの上縁及び下縁は、使用者の身体の一部への付着を促進する
ための粘着剤を加えたポリマー物質のラインを含む。別の変形では、これらのポリマー粘
着性ストリップは含まれず、分取された量のバンデージロールは、医療用テープ及び／又
はガーゼのストリップを用いて使用者の身体へ固定される。
【図８】アルミニウムサブストレートと周囲の第２層／粘着剤との間の関係を示している
、アルミネイド（登録商標）バンデージの側方図の１つの実施形態を示す図である。
【図９Ａ】アルミネイド（登録商標）バンデージのアルミニウムサブストレートの、空気
暴露面のための可能なトポグラフィーの１つの実施形態を示す図であり、この場合、一例
として錐体形状又はマウンド（ｍｏｕｎｄ）形状の突起の複数の列を特徴とし、各列は、
その隣接する列に対して互い違いに配置されて、使用者の身体／創傷からの熱の移動を促
進するために利用可能な外表面積を最大化する。この具体例では、各突起はアルミニウム
サブストレートに沿って一定の距離で互いに離間し、その距離は、いくつかの変形におい
てはゼロ距離であってもよい。
【図９Ｂ】アルミネイド（登録商標）バンデージのアルミニウムサブストレートの、空気
暴露面のための可能なトポグラフィーの１つの実施形態を示す図であり、この場合、一例
として、使用者の身体／創傷からの熱の移動を促進するべく利用可能な外表面積を最大化
するための、角錐形状の突起の複数の列を特徴とする。この具体例では、各突起は互いに
隣接して示されている。しかしながら、別の実施形態では、突起はアルミニウムサブスト
レートに沿って一定の距離で互いに離間していてもよい。
【図１０Ａ－１０Ｎ】角錐型突起、錐体様突起、ハーフドーム様突起、及び、凸状突起の
長さを下方へ、かつさらにアルミネイド（登録商標）バンデージのアルミニウムサブスト
レートを貫通して延在し得る、中央最上部に製造された突起中空からなる、種々の代表的
な実施形態を含む、可能な放熱促進性突起の１つの実施形態をそれぞれ示す図である。
【図１１Ａ】アルミネイド（登録商標）バンデージ（一般フォームファクター）の１つの
実施形態を示す図であり、ここで、アルミニウムサブストレートの外表面トポグラフィー
（即ち、使用者の皮膚と直接接触するべくデザインされていない表面）は、放熱を増やす
目的で、複数の隆起によって増大される。
【図１１Ｂ】図１１Ａに示されたアルミネイド（登録商標）バンデージの実施形態の、ア
ルミニウムサブストレートの拡大部分の１つの実施形態を示す図である。
【図１２Ａ】アルミネイド（登録商標）バンデージ（一般フォームファクター）の部分的
側面図の１つの実施形態を示す図であり、ここで、アルミニウムサブストレートの外表面
（即ち、使用者の皮膚と直接接触するべくデザインされていない表面）は、放熱を増やす
目的で、複数の表面突起（例えば、隆起、錐体、又は角錐）によって増大される。
【図１２Ｂ】図１２Ａに示したアルミネイド（登録商標）バンデージの拡大した部分的側
面図の１つの実施形態を示す図であり、ここで、アルミニウムサブストレートの外表面積
（即ち、使用者の皮膚と直接接触するべくデザインされていない表面）は、放熱を増やす
目的で、複数の表面突起（例えば、隆起、錐体、又は角錐）によって増大されており、か
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つここでは、いくつかの候補寸法を示している。ただし提供された寸法は代表的なものに
過ぎず、本発明の開示の範囲を限定することを意図したものではない。
【図１３Ａ】アルミネイド（登録商標）バンデージ（一般フォームファクター）の１つの
実施形態を示しており、かつ、熱変色性の視覚インジケータであって、それらが結合して
いるアルミニウムサブストレートが一定の温度を体験する時を示すものも含む図である。
【図１３Ｂ】アルミネイド（登録商標）バンデージ（一般フォームファクター）の切断図
の１つの実施形態を示しており、かつ熱変色性の視覚インジケータとアルミニウムサブス
トレートとの間の関係も示している図である。
【図１４】アルミネイド（登録商標）バンデージ（一般フォームファクター）の１つの実
施形態を示しており、かつ、アルミニウムストリップからなる「ブリッジ」によってアル
ミニウムサブストレートの上につるされた、熱変色性の視覚インジケータであって、アル
ミニウムサブストレートがある所定の温度を体験する時を示すものも含む図である。
【図１５】アルミネイド（登録商標）バンデージ（一般フォームファクター）の１つの実
施形態を示しており、かつ熱変色性の視覚インジケータも含む図であり、ここで、熱変色
性化合物が、アルミニウムサブストレートの一部の突起の最上部に配置され、前記一部の
熱変色性のコートされた突起は、アルミニウムサブストレートがある所定の温度を体験す
る時を示す。
【図１６】放熱促進性の錐体様突起の領域と、アルミニウムサブストレートと熱的連絡関
係にある熱変色性の視覚インジケータと、通常のアルミニウムローリングプロセスの一部
である、不純物に起因してランダムに生じる、ピンホールを補足するために製造された通
気孔の複数の列とを特徴とする、上面トポグラフィーを示している、アルミネイド（登録
商標）バンデージ（大型長方形の一般フォームファクター）を示す図である。この具体的
な実施形態は、通気孔の横列（ｒｏｗ）のみを示しているが、別の変形では、通気孔の縦
列（ｃｏｌｕｍｎ）も同様にアルミニウムサブストレート上に存在し得る。通気孔のサイ
ズ及び数密度は、具体的用途によって変わり得る。
【図１７】放熱促進性の角錐様突起の領域と、アルミニウムサブストレートと熱的連絡関
係にある熱変色性の視覚インジケータと、通常のアルミニウムローリングプロセスの一部
である、不純物に起因してランダムに生じるピンホールを補足するために製造された通気
孔の複数の列とを特徴とする、上面トポグラフィーを示している、アルミネイド（登録商
標）バンデージ（大型長方形の一般フォームファクター）を示す図である。この具体的な
実施形態は、通気孔の横列のみを示しているが、別の変形では、通気孔の縦列も同様にア
ルミニウムサブストレート上に存在し得る。通気孔のサイズ及び数密度は、具体的用途に
よって変わり得る。
【図１８】放熱促進性の錐体様突起の領域と、アルミニウムサブストレートと熱的連絡関
係にある熱変色性の視覚インジケータと、通常のアルミニウムローリングプロセスの一部
である、不純物に起因してランダムに生じるピンホールを補足するために製造された通気
孔の複数の列とを特徴とする、上面トポグラフィーを示している、アルミネイド（登録商
標）バンデージ（幅狭の、実質的に長方形の一般フォームファクター）の一実施形態を示
す図である。この具体的な実施形態は、通気孔の横列のみを示しているが、別の変形では
、通気孔の縦列も同様にアルミニウムサブストレート上に存在し得る。通気孔のサイズ及
び数密度は、具体的用途によって変わり得る。
【図１９】放熱促進性の角錐様突起の領域と、アルミニウムサブストレートと熱的連絡関
係にある熱変色性の視覚インジケータと、通常のアルミニウムローリングプロセスの一部
である、不純物に起因してランダムに生じるピンホールを補足するために製造された通気
孔の複数の列とを特徴とする、上面トポグラフィーを示している、アルミネイド（登録商
標）バンデージ（幅狭の、実質的に長方形の一般フォームファクター）の一実施形態を示
す図である。この具体的な実施形態は、通気孔の横列のみを示しているが、別の変形では
、通気孔の縦列も同様にアルミニウムサブストレート上に存在し得る。通気孔のサイズ及
び数密度は、具体的用途によって変わり得る。
【図２０Ａ】各突起の最上部に配置された孔を備えた放熱促進性の錐体様突起の領域を特
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徴とする、上面トポグラフィーの１つの変形を示している、アルミネイド（登録商標）バ
ンデージにおいて使用し得る、熱伝導性の、金属ベースのサブストレートの小部分の１つ
の実施形態を示す図である。
【図２０Ｂ】個々の放熱促進性の錐体様突起がそれを通して延在する孔の散在する、実質
的に滑らかなアルミニウムサブストレートを特徴とする、下面トポグラフィーの１つの変
形を示している、アルミネイド（登録商標）バンデージにおいて使用し得る、熱伝導性の
、金属ベースのサブストレートの小部分の１つの実施形態を示す図である。この下表面は
、使用者の組織と接触するのに適合している。
【図２１Ａ】各突起の最上部に配置された孔を備えた放熱促進性の錐体様突起の領域を特
徴とする、上面トポグラフィーの１つの変形を示している、アルミネイド（登録商標）バ
ンデージにおいて使用し得る、熱伝導性の、金属ベースのサブストレートの小部分の１つ
の実施形態を示す図である。
【図２１Ｂ】個々の放熱促進性の錐体様突起がそれを通して延在する孔の散在する、実質
的に滑らかなアルミニウムサブストレートを特徴とする、下面トポグラフィーの１つの変
形を示している、アルミネイド（登録商標）バンデージにおいて使用し得る、熱伝導性の
、金属ベースのサブストレートの小部分の１つの実施形態を示す図である。この下表面は
、使用者の組織と接触するのに適合している。
【図２２Ａ】各突起の最上部に配置された孔を備えた放熱促進性の錐体様突起の領域を特
徴とする、上面トポグラフィーの１つの変形を示している、アルミネイド（登録商標）バ
ンデージにおいて使用し得る、熱伝導性の、金属ベースのサブストレートの小部分の１つ
の実施形態を示す図である。
【図２２Ｂ】個々の放熱促進性の錐体様突起がそれを通して延在する孔の散在する、実質
的に滑らかなアルミニウムサブストレートを特徴とする、下面トポグラフィーの１つの変
形を示している、アルミネイド（登録商標）バンデージにおいて使用し得る、熱伝導性の
、金属ベースのサブストレートの小部分の１つの実施形態を示す図である。この下表面は
、使用者の組織と接触するのに適合している。
【図２３Ａ】各突起の最上部に配置された孔を備えた放熱促進性の錐体様突起の領域を特
徴とする、上面トポグラフィーの１つの変形を示している、アルミネイド（登録商標）バ
ンデージにおいて使用し得る、熱伝導性の、金属ベースのサブストレートの小部分の１つ
の実施形態を示す図である。
【図２３Ｂ】個々の放熱促進性の錐体様突起がそれを通して延在する孔の散在する、実質
的に滑らかなアルミニウムサブストレートを特徴とする、下面トポグラフィーの１つの変
形を示している、アルミネイド（登録商標）バンデージにおいて使用し得る、熱伝導性の
、金属ベースのサブストレートの小部分の１つの実施形態を示す図である。この下表面は
、使用者の組織と接触するのに適している。
【図２４Ａ－２４Ｂ】図２４Ａ及びＢは、各突起の最上部に配置された孔を備えた放熱促
進性の錐体様突起の領域を特徴とする、上面トポグラフィーの１つの変形を示している、
アルミネイド（登録商標）バンデージにおいて使用し得る、熱伝導性の、金属ベースのサ
ブストレートの小部分の１つの、平面図及び側面切断図の１つの実施形態をそれぞれ示す
図である。この実施形態では、放熱促進性突起の孔は、各個の突起の最上部ではより狭い
が、サブストレートの下表面に達するにつれて広くなる。孔はサブストレートを完全に貫
通して延在しており、このことは、創傷に通気するのを助けるとともに、熱対流プロセス
を促進するために利用可能な暴露表面積の量を増大する。
【図２５】外側のポリマー層と、中間の吸収層と、転写粘着層と、熱伝導性の、金属ベー
スのサブストレート層と、創傷への適用の用意ができるまでバンデージの外周周辺に配置
された粘着性物質を保護するための、取り外し可能なバッキング層とを含む、アルミネイ
ド（登録商標）バンデージの分解図の１つの実施形態の一フォームファクターを示す図で
ある。
【図２６】外側のポリマー層と、中間の吸収層と、熱伝導性の、金属ベースのサブストレ
ート層と、創傷への適用の用意ができるまでバンデージの外周周辺に配置された粘着性物
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質を保護するための、取り外し可能なバッキング層とを含む、アルミネイド（登録商標）
バンデージの分解図の１つの実施形態の一フォームファクターを示す図である。
【図２７】外側のポリマー層と、中間の吸収層と、熱伝導性の、金属ベースのサブストレ
ート層と、創傷への適用の用意ができるまでバンデージの外周周辺に配置された粘着性物
質を保護するための、取り外し可能なバッキング層とを含む、アルミネイド（登録商標）
バンデージの分解図の１つの実施形態の一フォームファクターを示す図である。
【図２８】外側のポリマー層と、中間の吸収層と、熱伝導性の、金属ベースのサブストレ
ート層と、創傷への適用の用意ができるまでバンデージの外周周辺に配置された粘着性物
質を保護するための、取り外し可能なバッキング層とを含む、指型のフォームファクター
のアルミネイド（登録商標）バンデージの分解図の１つの実施形態を示す図である。
【図２９】外側のポリマー層と、中間の吸収層と、熱伝導性の、金属ベースのサブストレ
ート層と、創傷への適用の用意ができるまでバンデージの外周周辺に配置された粘着性物
質を保護するための、取り外し可能なバッキング層とを含む、アルミネイド（登録商標）
バンデージの分解図の１つの実施形態の一フォームファクターを示す図である。
【図３０】一緒に結合され、それにより使用者が必要な長さのバンデージを切り離して、
使用者サイズのバンデージストリップで創傷部位の周囲／上をラップすることができる、
図２９に示したアルミネイド（登録商標）バンデージ実施形態の複数のコピーの連続した
ストリップの一部の１つの実施形態を示す図である。
【図３１Ａ－３１Ｇ】図３１Ａ～Ｇは、様々なサイズ及び形状のアルミネイド（登録商標
）バンデージの平面図の、様々な実施形態を示す図である。しかしながらこれらの図面に
おいては、何らアルミニウムサブストレートのトポグラフィーの詳細を示そうとするもの
ではない。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
Ｉ．序論
　本明細書に含まれる発明の開示は、全体として、多くの実施形態において、温度熱傷、
太陽光暴露、又は摩擦に起因する熱傷か否かに関らず、組織熱傷の治療に有用な医療用製
品のクラスを対象とするものである。かかる製品には、独自に増強された材料特性と表面
特性とをもつ熱伝導性金属の極めて薄い層を取り入れて、熱傷創を冷却するための可撓性
と有効な熱伝達特性とを確保する、複数の特殊化されたバンデージ及びラップが含まれる
。
【００２１】
　アルミニウムは通常は、ある種の組織創傷を治癒するのに有利な多くの特性を示すこと
の他に、以下に議論される通り、非毒性であり、滅菌が容易であり、比較的安価でそれを
用いた製造が容易であり、かつ世界中で豊富に採掘されることから、バンデージのベース
として好都合である。以降、本出願に記載されたクラス全体の製品は、「アルミネイド（
登録商標）（ＡｌｕｍｉｎａｉｄＴＭ）」又は「アルミネイズ（登録商標）（Ａｌｕｍｉ
ｎａｉｄｓＴＭ）」と称される。
【００２２】
ＩＩ．用語
　本セクションにおいて引用符（「」）で示された語句は、文脈において別途明らかでな
い限り、本用語セクションにおいてそれらに当てられた意味が、本特許出願全体を通して
それらに対し適用されることを意図している。さらに、適宣、指定された定義は、語又は
句の場合にかかわらず、定義された語又は句の単数及び複数の変形物に適用されるもので
ある。
【００２３】
　用語「又は」は、本特許出願で用いる場合、排他的であることを意味しない。むしろ、
該用語は包括的であり、「いずれか又は双方」を意味する。
【００２４】
　本特許出願における「実施形態（ｏｎｅ　ｅｍｂｏｄｉｍｅｎｔ）」、「実施形態（ａ
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　ｅｍｂｏｄｉｍｅｎｔ）」、「好ましい実施形態」、「別の実施形態」、「変形（ａ　
ｖａｒｉａｔｉｏｎ）」、「変形（ｏｎｅ　ｖａｒｉａｔｉｏｎ）」、及び類似の句は、
該実施形態に関連して記載された具体的な特性、構造、又は特徴が、本発明の少なくとも
１つの実施形態に包含されることを意味する。本特許出願の様々な箇所における句「１つ
の実施形態において」及び／又は「１つの変形において」の出現は、必ずしも全てが同じ
実施形態を指すことを意味するものではない。
【００２５】
　用語「連結」又は「連結した」は、本明細書及び添付の特許請求の範囲で用いる場合、
当該要素、部品、又は物体の間の、間接的及び直接的な連結を指す。しばしば、連結の様
式は、特に二つの結合した要素が相互作用する様式に関する。
【００２６】
　用語「取り外し可能」、「取り外し可能に結合された」、「容易に取り外し可能な」、
「容易に脱着可能な」、「脱着式に結合された」、及び類似の用語は、本特許出願明細書
で（特許請求の範囲及び図面を含む）用いる場合、隣接構造から比較的容易に（即ち、非
破壊的に、且つ複雑で時間のかかるプロセスなしに）切離し可能であり、かつまた以前に
隣接していた構造へ容易に再付着又は結合され得る構造物を指す。
【００２７】
　用語「結合した」、「結合すること」、及び類似の用語は、本特許出願明細書で（特許
請求の範囲及び図面を含む）用いる場合、アルミネイド（登録商標）バンデージのいくつ
かの実施形態の構造における層などの、２つ以上の構造物を一緒にしっかりと連結するた
めに用いられる任意の手段を指す。結合することの例には、表面間の粘着剤使用、超音波
溶接、熱可塑性溶接などが含まれる。
【００２８】
　例えば左、右、天底、頂点、最上部、底、垂直、水平、後、前、及び横などの方向性及
び／又は関係性の用語は、互いに対する相対的なものであって、適用可能な要素又は物品
の具体的な方向に依存しており、それ故本明細書及び添付の特許請求の範囲において種々
の実施形態の記載を助けるべく使用されるものであって、限定的と解釈されることを必ず
しも意図していない。
【００２９】
　場合に応じて、用語「約」又は「一般に」は、本明細書及び添付の特許請求の範囲にお
いて用いる場合、別途明らかでない限り、±２０％の許容範囲を意味する。また、場合に
応じて、用語「実質的に」は、本明細書及び添付の特許請求の範囲において用いる場合、
別途明らかでない限り、±１０％の許容範囲を意味する。ただし上記の用語の全ての使用
が、上記範囲が適用可能であるように数量化できるわけではない。
【００３０】
　用語「アルミニウム」、「アルミニウム化合物」、アルミニウム合金」、及び類似の用
語は、本特許出願明細書（図面及び特許請求の範囲を含む）において用いる場合、任意の
物質が実質的に元素アルミニウム（周期元素記号「Ａｌ」、原子番号１３）からなること
を指す。一般に、医療用軟膏もしくはクリーム中又は特殊なバンデージ作製用シート材中
に、効果的に取り入れることができる、機械加工又は他の加工をされた任意のアルミニウ
ム組成物又は構造物（例えば、非常に薄いアルミニウムシート又はストリップ）が、この
定義に含まれる。本開示の教示によって使用し得るアルミニウムベースの分子化合物の例
は、酸化アルミニウム（例えば、Ａｌ２Ｏ３）、硫酸アルミニウム（例えば、Ａｌ２（Ｓ
Ｏ４）３（Ｈ２Ｏ）１８）、塩化アルミニウム（例えば、ＡｌＣｌ３）、アルミニウム塩
（例えば、二酢酸アルミニウム（ＨＯＡｌ（Ｃ２Ｈ３Ｏ２）２））などを包含する。多く
のかかる化合物を本開示の教示により使用して、アルミニウムベースの又はアルミニウム
注入した医療用又は救急用の製品の有効性を増大することができる。例えば、二酢酸アル
ミニウムは、医療用バンデージの殺菌及び収斂性を増強し得るとともに、熱傷創から離れ
る熱の伝導性も増強する。
【００３１】
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ＩＩＩ．アルミネイド（登録商標）バンデージ及び／又はラップ
Ａ．アルミネイド（登録商標）動作原理
　アルミネイド（登録商標）製品は、物理学の自然発生を特定の用途及びフォームファク
ターと組合せて展開する。本質的には、アルミネイド（登録商標）は「比熱容量」及び「
熱伝導率」などの、アルミニウムに固有の物理的性質を包含する。
【００３２】
　アルミネイド（登録商標）バンデージを例にとれば、比熱容量は、バンデージ中に配置
されたアルミニウム箔が任意の１時点で蓄え得る熱の量を説明するものであり、熱伝導性
は、アルミニウム材料が潜在的にいかに速く熱を伝導し得るかを説明するものである（所
与の物質からなる電線がいかに速く電気を伝達するかに、ある程度類似する）。
【００３３】
　熱エネルギー伝達を説明するには３つの方法がある。
　・伝導
　・対流
　・放射
【００３４】
　伝導は、物理的接触を必要とする（電線内の電気の流れに似る）。対流は、分子の運動
から生じる（例えば、加熱及び冷却された水又は他の液体が、上下に移動する方法）。放
射は、必ずしも直接的な接触を含まない（例えば、太陽が光線を放出する方法）。
【００３５】
　任意の所与の温度において、所与の体積のアルミニウムは、同等な質量のヒトの肉より
もずっと少ないエネルギーを保持する。例えば、対流又は伝導においては、ヒトが調理中
にオーブンから取り出したアルミニウム箔に触れた場合、患者の手と箔とは熱エネルギー
を共有する。手（質量のずっと大きい）は、その温度を上げるのにずっと大きいエネルギ
ーを必要とする（仮に上がるとしても、箔と食物との間の物理的連結に依存する）。患者
がアルミニウム箔に触れたとき、箔は熱を肉に移動させる。しかしながら、アルミニウム
の低い比熱容量のため、箔は素早くエネルギーを失い、接触している皮膚の温度を殆ど上
昇させない。アルミニウム箔は伝導された熱を効率的に蓄えないことから、それ故、熱傷
の「冷却」を促進する一方で、同時に（部分的に）感染、脱水、及び体温降下症候群など
の、他の付随するリスクを防止する。
【００３６】
　アルミニウムは伝導された熱を効率的に蓄えないが、それでもなおアルミニウムは、優
れた熱の伝導体である。アルミニウムは、接触点から任意の熱を伝導することができ、か
つその熱を任意のヒートシンクまで、さらに周囲にまで容易に渡すことができる。このこ
とは、温度熱源に対する冷却効果と、ヒートシンクに対する加熱効果とを有する。
【００３７】
　簡潔に言えば、アルミニウム箔は患者の体熱の効率的な伝導体であり得るものであり、
患者の熱傷創上に加えられた熱から発する疼痛を軽減する。
【００３８】
　表１は、アルミニウムの比較的低い比抵抗を示す。
【００３９】
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【表１】

【００４０】
　もちろん、アルミニウムのそれに等しいか又はそれより良好な熱伝導率特性をもつ他の
金属がある。しかしながら、かかる代替金属（例えば、白金又はタングステン）をベース
とするバンデージドレッシング材は、アルミニウム及び種々のアルミニウム合金に比較し
た場合、一般に、使用するには著しくより高価であり、及び／又は製造プロセスにおける
扱いがそれほど容易ではない。それでも、アルミニウムはその経費、熱伝導性、及び製造
を容易にする他の物理的性質を考慮した場合、好ましい材料ではあるが、当業者には、本
明細書に開示されたバンデージ金属サブストレートのための特殊な放熱促進性の構造はま
た、アルミニウム以外の金属から作製されたサブストレートにも適用可能であることが理
解されるはずである。
【００４１】
　さらになお、密封・圧迫ドレッシング材下側に温度熱傷用の乾いた無菌の第一被覆材と
してのアルミニウム箔を用いることは、熱傷表面の浸軟を減らす方法として提示されてき
た。この方法は、軟膏使用の排除により、また熱傷周辺への滲出液の分散を促進すること
により、局所的な結果に良好な影響を及ぼすようであった。処置の結果としての毒性の証
拠は、何ら検出されなかった。全身的な反応は、もしあるとしても明らかではなかった。
【００４２】
　アルミニウムベースのバンデージ及び／又はラッピングを用いることによる、適用され
る軟膏及び他の局所的治療のこの排除又は少なくとも最小化は、患者に対し不利な結果を
避ける助けとなり得る。例えば、熱傷軟膏としての二酸化チタン暴露クリームは、疼痛の
発生、治癒の遅延、及び残遺上皮の破壊と見られる証拠から、刺激性であると考えられた
。さらに、大用量のアスコルビン酸が熱傷患者に投与された場合、この用量はアスコルビ
ン酸欠乏症の状態は迅速に修正した。しかしながら温度熱傷に対する一般的な全身反応が
、この形態の処置によって影響されることは見られず、重症の場合には病気の一般的な徴
候は著しかった。
【００４３】
Ｂ．一般的なアルミネイド（登録商標）バンデージ形態
　本明細書の書面による開示において議論されている、アルミネイド（登録商標）バンデ
ージのいくつかの代表的な実施形態の例を示す図１Ａ～３１Ｇ（特に、いくつかの好まし
いデザインを示す図２０Ａ～３１Ｇ）を参照されたい。代表的な実施形態の多くが、類似
しているがしかし構成の異なる部品を有しており、それにより前記部品には共通の参照番
号が付されている。例えば、アルミネイド（登録商標）バンデージの全ての実施形態は、
参照番号「５」を付されたアルミニウムサブストレートを含み、バンデージ全体としては
、参照番号「１０」が付与されている。１つの実施形態がそのように装備されている場合
、外側の第２層サブストレートには、参照番号「１５」が付与される。いくつかの実施形
態においては、中間の周辺吸収層が、アルミニウムサブストレート５と外側第２層１５と
の間に配置され、この中間層には参照番号「１２」が付与される。なお別の変形において
は、伝熱粘着剤層が、アルミニウムサブストレート５の周囲と吸収層１２との間に配置さ
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れ、この伝熱粘着層には参照番号「１３」が付与される。最後に、多くの実施形態では、
容易に再剥離可能なバンデージバッキング層が、バンデージ１０の下表面全体にわたり配
置され、このバック層には参照番号「１４」が付与される。しかしながら、バンデージ成
分の所与の議論が特定の図面に特に関る場合には、図面番号が参照番号とともに提供され
る。
【００４４】
　多くの実施形態において、アルミネイド（登録商標）バンデージ１０は、軽度の熱傷症
例（通常、第１又は第２度熱傷）の治療における使用のためにデザインされている。バン
デージ及び他のタイプの応用医療用ラッピングを対象とした、特定の実施形態においては
、アルミネイド（登録商標）バンデージ１０は、殆どの体型、サイズ、並びに小児、ティ
ーンエイジャー、及び成人（双方の性の）の使用に適合するべくデザインされている。典
型的な実施形態では、バンデージ１０のアルミニウムベース５は、使用者の皮膚への粘着
性連結を促進するべく、その周囲の周辺で材料１５と連結されており、ここで、第２の材
料１５は、アルミニウムサブストレート５の境目を越えて延在する。いくつかの変形では
、バンデージ１０のアルミニウムベース５は、中間吸収層１２を介して、その周囲の周辺
で外側第２材料１５へ連結されており、ここで、該吸収層１２は、ガーゼなどの任意の適
当な無菌の吸収性材料であってよいが、好ましくはヒドロゲルから作製される。
【００４５】
　別の変形では、アルミニウムベース５は、熱傷創と直接接触させるのに適した滑らかな
面を有する一方、他方の面は放熱促進性の表面突起（例えば、錐体、半球、又は角錐形状
の形成されたこぶ）を有するべく製造される（図１０Ａ～１０Ｎ、２０Ａ～２４Ｂ参照）
。なお別の変形においては、アルミニウムベース５は、実質的に型押しプロセスにより製
造され、ここで、複数の前記放熱促進性の表面突起は、一方の面上に存在し（かつ型押し
プロセスによって実質的に打ち抜かれており）、一方、組織と接触させるのに適合された
他の面は、製造プロセスの結果としての複数の空隙／孔を提示する。この変形では、前記
空隙／孔は、創傷の通気の助けとなり、またこのタイプのトポグラフィーは、創傷を冷却
するための熱対流プロセスには特に有効である。
【００４６】
　多くの実施形態において、各アルミネイド（登録商標）製品は、指及び手などの、具体
的な身体の部分に直接関連する多種多様なフォームファクターに適合するべくデザインし
得る。例えば、手の熱傷組織から熱を放熱するための、薄いアルミニウムライニングを用
いて身体にぴったりしたミットを作製するのに適合した、巻き付け型のバンデージが使用
可能であり、ここで、ミットの外表面は、アルミニウムライニングの他の面を放熱のため
空気に暴露させている。別の変形では、より一般的なフォームファクター（例えば、円形
、長方形のストリップ、楕円形など）を使用して、汎用性のパッドを作製する（例えば、
図１Ａ～７；１１Ａ～１１Ｂ；及び３１Ａ～３１Ｇ参照）。かかる実施形態は、身体の特
定の部分の外形にぴったり合わせやすいよう適合されているが、特に使用中の分割を避け
、それ故治癒及びその後のバンデージ取り外しの助けとなるべく充分な強さがある。
【００４７】
　なお別の実施形態においては、厚さ０．５ミルまでのアルミニウム箔５が使用され、こ
れらは酸素及び水を通さず、かつ製造プロセスによって生じた微細なピンホールによって
わずかに透過性となる。別の変形では、しかしながら、かかる透過性は医療専門家が熱傷
創をドレインして乾燥させると同時に、適用されたアルミニウムの熱伝導性の利点をなお
提供しようとする場合に望ましい。
【００４８】
　製造プロセスのため、典型的なアルミニウム箔が、光沢のある面と、無光沢の面とを有
することに注意するべきである（光沢面の反射率は、典型的には８８％であるのに対し、
曇った無光沢の面は約８０％の反射率を有する）。しかしながら、光沢面が創傷に適用さ
れる場合、又は無光沢面が創傷６０に適用される場合の適用間で、有効性に統計的有意差
は何ら見られていない。光沢面は、アルミニウムが最終パスの間にロールされるとき生成
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される。箔ゲージに対処するべく充分に微細なギャップをもつローラーを作製することは
難しい。それ故、最終パスでは、２つのシートが同時にロールされ、ローラーへの入口に
おけるゲージの厚さが２倍となる。後にシートが分離されたとき、内側の表面は曇ってお
り、外側の表面は光沢がある。結果として製造された材料は、しばしば気体及び液体透過
性である。いくつかの別の実施形態では、バンデージのアルミニウムサブストレート５は
、意図的に製造されたギャップをもつ透過性のアルミニウム箔又はシート／ストリップの
いずれかからなる。
【００４９】
　アルミネイド（登録商標）バンデージ１０の放熱能力及び効力を増強する目的で、アル
ミニウムサブストレート５のかさは、周囲空気への熱伝導プロセスを増大させる目的で、
バンデージ１０の生体界面における熱伝導性を改善するのに充分なアルミニウムサブスト
レートのかさ全体を最適化し、かつ利用可能な暴露表面積を増加させる上面トポグラフィ
ーによって戦略的に構成される。熱伝導プロセスは、熱傷創へのバンデージ適用の数秒な
いし１分後という直後の期間に重要である。しかしながら、その後、熱対流プロセスは創
傷を冷却し続けるのにさらに重要であると考えられている。それ故結局は、アルミニウム
サブストレート５の構成及びトポグラフィーを、確実に熱対流プロセスが最適化されるよ
うにすることにより、創傷冷却効力が改善されることが見出されてきた。
【００５０】
　なおさらなる実施形態では、アルミニウムサブストレート５は、１つの面に複数の非常
に小さい突起および／または波形を含むべく製造されるが、このことは熱傷創からの放熱
のための有効面積を増加させる。例えば、図１Ａ～７及び２０Ａ～３０を参照すれば、１
つの変形において、アルミニウムサブストレート５の外表面積（即ち、使用者の皮膚と直
接接触するべくデザインされていない表面）は、任意の多用な形状及びサイズを取り得る
、密集した複数の個々の突起によって増大される（例えば、図１０Ａ～１０Ｎ及び２０Ａ
～２４Ｂ参照）が、試験によれば有効性はまちまちである。いくつかの変形では、これら
の個々の突起は、錐体形状、マウンド形状、及び／又は角錐形状であってもよいが、他の
形状も同様に可能である。図９Ａを参照すれば、いくつかの変形においては、より多くの
かかる放熱促進性の突起をアルミニウムサブストレート５上に詰められるようにする目的
で、錐体／マウンドの交互の列が、隣接する列に対し互い違いに配置されている。反対に
、図９Ｂを参照すれば、別の実施形態では、放熱促進性の突起の列は互い違いではない。
【００５１】
　別の実施形態では、アルミニウムサブストレート５は、実質的に型押しプロセスにより
製造され、ここで、複数の前記放熱促進性の表面突起は、一方の面上に存在し（かつ型押
しプロセスによって実質的に打ち抜かれており）、一方、組織と接触させるのに適合され
た他の面は、製造プロセスの結果として複数の空隙／孔を提示する。この変形では、前記
空隙／孔が、創傷の通気の助けとなり、またこのタイプのトポグラフィーは、創傷を冷却
するための熱対流プロセスには特に有効である。
【００５２】
　種々の変形において、個々の放熱促進性の突起及び／又は隆起の各々は、アルミニウム
サブストレート５の基底平面に沿って一定の距離で互いに離間されている。距離が増すほ
ど、より少ない個別の放熱促進性の突起及び／又は隆起がアルミニウムサブストレート５
に存在し得ることから、用いた離間距離は、アルミニウムサブストレートの総体的可撓性
、並びに放熱効率に影響を及ぼす。様々な実施形態において、離間距離は一般に０（ゼロ
）と０．５ｍｍとの間の範囲であるが、別の適用では増加されてもよい。当業者には、離
間距離が減少するにつれ、また隣接する個々の突起の傾斜角が上昇するにつれ、アルミニ
ウムサブストレート５の凹面の可撓性に悪影響が及ぼされることが理解されるであろう。
【００５３】
　図１６～１９を参照すれば、１つの変形において、通気孔９５の複数の列が、放熱促進
性の突起の列又は隆起の間に配置されている。別の変形では、通気孔９５の複数の横列及
び縦列が、放熱促進性の突起の横列及び縦列の間に配置される。ある実施形態では、製造
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された通気孔は、直径０．２ｍｍであり、別の変形は、０．１から０．３ｍｍまでのサイ
ズ範囲の直径をもつ通気孔を用いる。種々の変形では、製造された通気孔の間の間隔は、
アルミニウムサブストレート５全体に備えられた製造された通気孔の数に本質的に相関し
、バンデージ１０の治癒効果の有効性とアルミニウムサブストレートの構造の完全性に関
する配慮とのバランスで決まる。製造された所与のサイズの多すぎる通気孔が、過密に並
んで設置された場合、アルミニウムサブストレート５は、破壊しやすい何らかの弱点をも
つこともあり得る。一般に、かかる通気孔は、放熱促進性の突起又は隆起の間に、通気孔
間に充分な空間をとって等置され、孔間のサブストレート材料を破壊することなく、アル
ミニウムサブストレート５が前記通気孔のラインに沿ってたわみ得るようにする。比較的
小さいサイズのバンデージ１０の場合、通気孔間の通常の間隔は約４ｍｍである。比較的
中間サイズのバンデージについては、通気孔間の通常の間隔は約６ｍｍである。比較的大
きいバンデージ適用については、通気孔間の通常の間隔は約８ｍｍである。当業者には、
前述の通気孔間隔が代表的なものにすぎず、必要な間隔距離は、用いた実際のアルミニウ
ム合金、任意のひずみ硬化又はアニーリングプロセスが合金に行われたかどうかなどを含
む、様々な因子によって変わり得ることが理解されるであろう。
【００５４】
　なお別の変形では、図１０Ｊ～１０Ｎ及び２０Ａ～２４Ｂを参照すれば、アルミニウム
サブストレート上の複数の個々の突起のいくつか又は全ては、突起の中央に孔を含む。こ
のいくつかのバージョンでは、突起中央の孔は先細の孔であり、かつアルミニウムサブス
トレート全体を貫通して延在し、それにより、熱傷創治癒を助けるための、戦略的にサイ
ズ決めされかつ配置された通気孔を提供すると同時に、周囲空気への熱対流に利用可能な
表面積の量も増大させる。別のバージョンでは、突起は型押しプロセスによって形成され
、該プロセスはまた、各突起の最上部に孔を製造して、効率的に各突起が実質的に打ち抜
かれるようにする。即ち、先に記載したバージョンに比較して逆勾配である（例えば、図
２０Ａ～２４Ｂ参照）。加えて、突起本体中に実質的な孔が存在することはまた、熱対流
プロセスに利用可能な突起表面積の量の、さらに大きい増大を提供する。図２４Ａ～２４
Ｂに示された、かかる打ち抜き突起についての寸法「Ｓ」、「Ｄ」、「Ｈ」、「Ｔ」、及
び「Ｖ」の一例を、表２に示す。
【００５５】
【表２】

【００５６】
　当業者には、表２の４つの例が代表的なものにすぎず、かかる打ち抜き、通気性の放熱
促進性の突起が、他の寸法仕様のための構造であってもよいことを注目するべきである。
【００５７】
　本明細書において、特に上記の表２において、並びに図２０Ａ～３１Ｇにおいて記載さ
れた多くの変形は、最適なサブストレートトポグラフィー及び幾何学を開発するべく、有
限要素法（ＦＥＭ）分析を含む、重要な分析及び試験を受けた。前記試験のいくつかは、
参照により援用されている、「医学的治癒を補助するための熱伝導性の、金属をベースと
するバンデージ及び使用法（Ｔｈｅｒｍａｌｌｙ　Ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ，Ｍｅｔａｌ－
Ｂａｓｅｄ　Ｂａｎｄａｇｅｓ　ｔｏ　Ａｉｄ　ｉｎ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｈｅａｌｉｎｇ
　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｏｆ　Ｕｓｅ）」に関する２０１２年７月１０日出願の米国
特許第６１／６７０，０９０号明細書に記載されている。
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【００５８】
　なおさらなる実施形態においては、図１１Ａ～１２Ｂを参照すれば、密集した複数の波
形又は隆起５０、５５が、アルミニウムサブストレート５の熱伝達／放熱能力を増強する
べく、アルミニウムサブストレート５の外表面上に提供される。しかしながら、ある実施
形態では、アルミニウムサブストレート５材料は、特にアルミニウムサブストレート５の
厚い（波形）領域では、ひずみ硬化され得ることから、かかる波形／隆起を用いたバンデ
ージは、隆起／波形の列に平行な軸に沿った最適な可撓性がないことがある。このことは
、使用者にとり、隆起の長軸に沿ってアルミニウムサブストレート５に過度に応力付加す
ることなしに、バンデージのアルミニウムサブストレート５を使用者の身体の特定の部分
にぴったり合わせることがより困難で、したがってバンデージ１０の完全性及び可能な有
効性が損なわれる可能性があり、バンデージを、身体の様々な部分への適用にとり有用で
ないものにする。
【００５９】
　いくつかの実施形態においては、アルミニウムサブストレート５上に製造された、角錐
形状、錐体形状、及び／又はドーム形状の複数の突起は、波形／隆起より好ましいが、そ
の理由は、放熱促進のために利用可能な外表面は２つの解決策の間で殆ど同じでありなが
ら（同等の幅及びピーク高さを想定して）、複数の非隆起様突起をもつアルミニウムサブ
ストレート５は、多くの軸に沿ってより可撓性があることからである。このことは、多種
多様な身体適用及びフォームファクターに対してバンデージ１０を容易に適用できるとい
う目標の達成を進めることから重要である。
【００６０】
　当業者には、図１Ａ～３１Ｇに示したヒートシンク突起及び／又は波形の数字、サイズ
／寸法、及び形状が、代表的なものにすぎないこと、及び多くの他の形状及びサイズの錐
体様又は波形様構造（又は同様に有効な幾何学的構造）が、バンデージ１０の熱伝達を促
進する目的で、アルミニウムサブストレート５に使用することも可能であることを理解す
るであろう。
【００６１】
　なおさらなる変形では、熱伝導性の粘着剤、ペースト、ゲル、又はグリースが、熱傷創
からアルミニウムサブストレートヒートシンク５への熱の伝達を促進するべく、使用者の
皮膚部位へ適用される。これらの変形のあるものでは、熱伝導性化合物は、金属又はシリ
コン（通常、酸化亜鉛又は酸化アルミニウム包含物を用いて伝導性を改善する）に由来し
、本質的に、普通には空気が存在することになるギャップを充填する。熱伝導性化合物は
、伝導体（アルミニウムサブストレート５）自体のものにほぼ等しい、優れた伝導体（空
気に比較して）を提供する。熱伝導性化合物の性能は、Ｗ／ｍ-Ｋで測定される。標準的
なシリコン／酸化亜鉛熱化合物は、０．７～０．９Ｗ／ｍ-Ｋの範囲の熱伝導率を有する
。
【００６２】
　かかる変形において、使用される熱伝導性媒体はまた、アルミニウム注入された薬用／
治療法のクリーム、軟膏、又は他の化合物であってもよい。
【００６３】
　さらなる変形においては、バンデージ１０の第２の、ポリマー性の、外層１５は、アル
ミニウムサブストレート５の周囲の周辺に連結され、なおアルミニウムサブストレート５
の上表面は、剥きだしのまま残し、それにより熱を、周囲空気への熱の対流及び／又は放
射によって放散するべく、アルミニウムサブストレート５を介して熱傷創からより良く熱
伝導されるようにする。
【００６４】
　いくつかの代替変形においては、アルミニウムサブストレート５のロール又はシートは
、連結された第２層１５無しに用いられ、ここで、アルミニウムサブストレートは熱傷創
の上に適用され、適用の縁周辺の場所に、医療用テープ又はガーゼで固定されると同時に
、一方でアルミニウムサブストレート５の殆どを、放熱を促進するべく空気に対し解放し
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たまま残す。
【００６５】
　表３は、いくつかの実施形態に使用された例示的なフォームファクター寸法のリストを
提供する。ただしこのリストは代表的なものに過ぎず、本明細書の発明の開示の範囲を何
ら限定することを意図したものではない。
【００６６】
【表３】

【００６７】
　なおさらなる実施形態において、バンデージ１０の実質的にポリマー性かつ多孔性の第
２層１５は、熱変色性化合物４０、４５、７０、又は８０（ムードリングにおいて典型的
に見られるものに類似）を組み入れて、使用者の皮膚／熱傷から除去されている熱の視覚
インジケータを使用者が実際に見ることができるようにする。一つの変形では、図１３Ａ
～１３Ｂ及び２５～２９を参照すれば、アルミニウムサブストレート５の上面は、第２層
の下に延長して熱変色性化合物４０、４５の下になりかつ該化合物と直接接触する、延在
性部材５Ａを有しており、ここで、アルミニウム延在部５Ａは、熱傷創（アルミニウムサ
ブストレート５を介する）と熱変色性化合物４０、４５との間に、熱的連絡関係を提供す
る。別の変形では、図１４を参照すれば、アルミニウムサブストレート５の上の、暴露さ
れた表面模様付きの面（即ち、放熱促進性トポグラフィーの面）は、熱変色性インジケー
タ部材７０をアルミニウムサブストレート５の暴露された上面の上に支持及び配置するべ
く使用される、１つ以上の薄いアルミニウムストリップ７５を有する。なおさらなる実施
形態においては、図１５を参照すれば、アルミニウムサブストレート５の上面上の放熱性
突起の一部は、熱変色性化合物８０を用いてその先端部がコートされる。別の実施形態で
は、図１６～１９を参照すれば、アルミニウムサブストレート５の上面は、熱変色性イン
ジケータ８５まで延在する、熱的連絡部材９０を有しており、ここで、熱的連絡部材９０
は、熱傷創（アルミニウムサブストレート５を介する）と熱変色性インジケータ８５との
間に、熱的連絡を提供する。ある実施形態では、熱的連絡部材９０は、熱変色性塗料のエ
ッチング線であってよく、又はアルミニウム導管であってもよい。
【００６８】
　いくつかの実施形態では、熱変色性インジケータ４０、４５、７０、８０、８５は、熱
傷が充分に冷却されている場合（ある場合には、カラーインジケータ（例えば、「緑色」
）及び／又はアイコンインジケータ（例えば、「笑顔」）を提供する）、或いはまだ熱す
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ぎる場合（ある場合には、カラーインジケータ（例えば、「赤色」）及び／又はアイコン
インジケータ（例えば、「しかめっ面」）を提供する））に表示する。さらなる変形では
、熱変色性インジケータ４５は、熱伝導性延在部５Ａを介して、アルミニウムサブストレ
ート５と熱的連絡状態にあり、かつアルミニウムサブストレート５に対し、より近位にあ
るその末端部は、熱的階層のため、熱変色性インジケータ４５の他方の端部よりも速やか
に色を変化させることとなる。熱変色性インジケータ４５の色変化のかかる層形成は、使
用者が冷却の速度及び量を測定するのに役立つ。
【００６９】
　一例として、使用者はアルミネイド（登録商標）バンデージ１０を熱い鍋による熱傷に
適用してもよく、かつ最初に、使用者は赤色アイコンの熱変色性インジケータ４０、７０
、８０を見ることができるが、これは使用者がアルミネイド（登録商標）バンデージ１０
を外すべきでないことを示す。その後、疼痛は静まり、熱傷組織は冷却され、使用者はア
ルミネイド（登録商標）バンデージ１０を、伝統的な医療用ドレッシング材へ無事に切り
替え得ることを示す、緑色アイコンの熱変色性インジケータ４０、７０、８０、８５を見
ることができる。
【００７０】
Ｃ．アルミネイド（登録商標）バンデージ材料の詳細
　図１Ａ～３１Ｇ参照。
【００７１】
アルミニウム
　特定のフォームファクター（例えば、指型フォームファクターのドレッシング材、図５
Ａ～６Ｂ、２８、及び３１Ｆ）を想定している多くの実施形態において、熱傷創と直接接
触させるべく配置された第１のバンデージ層５は、バンデージ１０の全長の約３０～１０
０％を被覆する。製品の外縁は、外側のシース（脱脂綿又はポリマー）とアルミニウムド
レッシング材との間に結合を形成する適当な粘着剤のために確保される。
【００７２】
　サブストレート５において使用されるアルミニウム材料は、一般に、少なくとも９０％
のアルミニウムからなり、かつ本質的に両性の材料である。他の混成物も、自然に発生す
るプロセス及び、時として製造の間の何らかの混入物の、結果として生じ得る。しかしな
がら、これらの付加的な物質は、所定の適用範囲に関しては何ら毒性ではない。ある実施
形態では、アルミニウム材料は、様々なフォームファクターをより容易にするため該材料
をさらに引き伸ばせるようにする目的で、アニールされる。アニーリングロセスには、ア
ルミニウムサブストレート５を板取りすること、及びそれを特別にアニールして、身体部
分（例えば、指及び手、しかし長方形及び正方形の形状のドレッシング材などの汎用型を
除外しない）の外形に最適に沿わせるための延性を増強することが含まれる。
【００７３】
　種々の変形において、アルミニウムは、延性を促進し、性能を改善し、かつ耐久性を増
強する目的で、電気めっき又は他の非毒性コーティングを受けてもよい。
【００７４】
　アルミニウムが酸素と結合すると、二つの元素は自然発生的反応を受ける：
　４Ａｌ（固体）＋３Ｏ２（気体）――→２Ａｌ２Ｏ３（固体）
【００７５】
　アルミネイド（登録商標）バンデージ及びラップのいくつかの実施形態において用いら
れるアルミニウムの特性は、以下の通り要約し得る。
　・主要な複合材料：＞９０％アルミニウム、しかし＞９９％であることが好ましい。
　いくつかの実施形態においては、使用されるアルミニウムは＞９２％のアルミニウムと
、約５％のマグネシウムとからなる合金であり、合金の残部は天然に生じる不純物である
。この合金は、以下に議論される、バンデージに使用されるアルミニウムサブストレート
の延性を増強するべくデザインされた、有標のアニーリングプロセスに特に適する。
　用いられるアルミニウムの原子量は、約２６．９８ＡＭＵである。
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　・形態：創傷を冷却するために利用可能な熱伝達表面を最大化するための、特別に形成
された隆起のある固体。
　・アニール処理：あり。身体部分（例えば、指及び手、しかし長方形及び正方形の形状
のドレッシング材などの汎用型を除外しない）の外形に最適に沿わせるため。ある実施形
態では、以下に議論されるような有標のアニーリングプロセスが使用される。
　・厚さ：＜１ｍｍ（アルミニウムサブストレートの底から、該サブストレートの上面上
の複数の放熱促進性の突起／隆起の平均ピーク高さまでを測定した場合）。かかる放熱促
進性突起／隆起の間のサブストレートの領域では、厚さは＜０．１ｍｍ。
　・熱伝導率：約２０９Ｗ／ｍ.ｋ±１０％。
　・密度：＞２．６９９ｇ／ｃｍ３。
　・冶金学的インデックス：８２１７
　・毒性：非毒性（酸化アルミニウム層コーティング）
　・多孔性：制御放出性治療用物質の投与を可能にするため、及び／又は熱傷創へ導入さ
れるべき酸素のための通路を可能にするために充分であるとして定義される。用いるアル
ミニウム箔は、箔が酸素に対し不透過性にならないことを保証するのに必要な、定義され
た厚さを超えてはならない。多孔性は、アルミニウムローリングプロセスに固有の副産物
によるか、又は機械的に導入されるピンホールによるかの、いずれかによって得られてよ
い。上記のセクションＩＩＩ．Ｂは、製造プロセスの副産物として通常生じるものに加え
て、アルミニウムサブストレートに通気孔を機械的に導入するための、ある戦略を議論し
ている。
　・リサイクル：サブストレート５において使用されるアルミニウム合金は、リサイクル
可能であり、かつリサイクルされたアルミニウム合金から作製し得る。
【００７６】
アルミニウムのアニーリング
　いくつかの実施形態においては、アルミニウムサブストレート５は、使用者の身体の様
々な部分に適用されることから、アルミニウムサブストレートの延性及び可撓性を増強す
るためのアニーリングプロセスを受ける。それは、容易に加工及び成形されることができ
るまで、アルミニウム合金を軟化するために使用される熱処理である。アニーリングプロ
セスは、得られた合金に、硬度等級「０」を与えるが、これは非常に柔らかい。１つの変
形では、加熱直後にアルミニウム材料を急冷する（アルミニウム製法の固溶化熱処理にお
けると同様に）代わりに、アルミニウム材料を特定の温度の段階において冷却する。
【００７７】
　１つの特殊化された実施形態においては、約９２％のアルミニウムと約５％のマグネシ
ウムとからなる合金が使用される（成分の残部は天然に生じる不純物である）。マグネシ
ウムは、その治癒的要素、非毒性、及び適度な熱伝導性（アルミニウムよりも低いが、合
金全体の熱伝導性を有意に低下させることはない）の故に、合金に添加される。
【００７８】
　一つの変形においては、アルミニウム－マグネシウム合金は、「１１００－０」の状態
までアニールされる。それは、７７５℃～９００℃の温度範囲で約１時間にわたりアニー
ルされる。ある実施形態では、アニールされたアルミニウム合金は、炉中冷却される。し
かしながら、別の実施形態では、アルミニウム合金は次に自然冷却され（即ち、非炉中冷
却）、それにより実質的にひずみ硬化を除去する。この自然冷却プロセスの間に、アルミ
ニウム合金は再結晶化し、粒子成長の方向性がより一致するようにし（即ち、全てではな
くとも殆どの粒子が一様の方向に配向する）、劇的に延性の大きい材料を生じる。これら
の特殊化された製作技術は、熱伝導性に対する抵抗性の減少を、又はより大きい熱伝導率
増大、並びにより良好な展性（原子レベルでの構造耐力が低い）をもたらす。この再結晶
化アルミニウム合金は、アルミネイド（登録商標）バンデージ及びラップにおいて、アル
ミニウムサブストレート５の原材料として、いくつかの実施形態において使用されている
。
【００７９】
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周囲のポリマー被覆
　バンデージ１０のある実施形態では、アルミニウムサブストレート５の１つ以上の縁は
、アルミニウムサブストレート５の境界を越えて延在する第２層１５へ連結され、かつ典
型的には、使用者の皮膚への連結を促進するべくその下表面上に配置された、粘着性物質
を有する。医療用バンデージに一般に使用される一連の材料を、有効な第２層１５として
使用し得るが、１５２７－ＥＮＰエチレンビニルアセテート（ＥＶＡ）などの穿孔ポリマ
ーが、多くの実施形態において好ましい。
【００８０】
　別の実施形態では、第２層１５は、３Ｍ（登録商標）トランスポア（登録商標）テープ
（３ＭＴＭＴｒａｎｓｐｏａＴＭＴａｐｅ）を含んでなる。
【００８１】
　多くの変形において、第２層１５の暴露された下面上に配置された粘着性化合物は、当
分野において一般に使用される任意の非毒性の医療用粘着剤からなっていてもよく、殆ど
の変形では、バンデージは、第２層１５上の粘着剤に脱着式に連結された、可剥性のバッ
キング層１４を用いて蓄えられる。
【００８２】
熱変色性化合物
　いくつかの実施形態においては、外側のバンデージ層において使用される、組み入れら
れた熱変色性物質４０、４５、７０、８０、８５は、熱変色性液晶（例えば、限定するも
のではないが、コレステロールエステルカーボネート、キラルネマチック（非ステロール
）アリール化合物、及び（２－メチルブチル）フェノール４－アルキル（オキシ）ベンゾ
エート）、及び／又はロイコ染料／インク（例えば、限定するものではないが、スピロラ
クトン、フルオラン、スピロピラン、及びフルギド）からなる。なおさらなる変形では、
熱変色性の含浸されたバンデージ材料は、平均的なヒトの皮膚温度（即ち、約９８．６°
Ｆ（３７．０℃））において「ニュートラルな」色を示すべくキャリブレートされている
。
【００８３】
　別の変形では、用いる熱変色性インジケータ物質４０、４５、７０、８０、８５は、塗
料、ゲル、又は熱変色性化合物含浸ポリマーであってもよい。
【００８４】
　１つの実施形態では、熱変色性インジケータ物質４０、４５、７０、８０、８５は、結
合したアルミニウムサブストレートが所定の閾値まで冷却されている場合に緑色を表示す
るべくキャリブレートされた液晶を含んでなり、かつ結合したアルミニウムサブストレー
トが所定の閾値を超えた場合に赤色を表示するべくキャリブレートされた液晶も含んでな
る。
【００８５】
ＩＶ．熱傷創実施形態のためのバンデージ
　１つの実施形態においては、発明の概念は、熱傷創を治療するべく適合されたバンデー
ジを対象とする。図１Ａ～３１Ｇ、特に図２０Ａ－３１Ｇを参照されたい。１つの実施形
態では、バンデージ１０は、第１表面と第２表面とを有している、薄い熱伝導性の金属サ
ブストレート５から実質的になる、第１層５を含んでなり、ここで該金属サブストレート
の第１表面は、横から見ると実質的に平面であり、かつ熱傷創に直接接触させるのに適合
されたプロフィールを有しており、また、該金属サブストレートの第２表面の殆どは、横
から見るとアルミニウムサブストレート５の基底平面の上に立ち上がり、空気に直接暴露
されるのに適合された、非平面の、放熱促進性の表面トポグラフィーを有する。種々の変
形においては、熱伝導性金属サブストレート５は、アルミニウム、銀、金、銅、マグネシ
ウム、タングステン、白金、及び、任意の他の上記の金属を実質的に主成分とする金属合
金からなる群より選択される金属から実質的になる。
【００８６】
　別の実施形態では、バンデージ１０はさらに、実質的にポリマー性の物質から実質的に
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なる、第２の外層１５と、実質的に吸収性物質からなる、第３の中間層１２とを含んでな
り、各層は、第１表面と第２表面とを有する。さらなる変形では、第３の中間吸収層１２
の第１表面は、第１層５の第２表面の周縁の少なくとも２つに係合しかつ被覆するべく適
合されているが、第１層５の第２表面の殆どは、剥き出しで空気に暴露されたまま残す。
ここで、
　・第２の外層１５の第１表面は、第３層１２の第２表面の少なくとも２つの周縁と係合
しかつ被覆するべく適合されるが、また第１層５の第２表面の殆どは、剥き出しで空気に
暴露されたまま残し、
　・第２及び第３層１５、１２は、第１層５の少なくとも２つの周縁を越えて延在し、
　・第２外層１５は、第３の中間層１２の少なくとも２つの周縁を越えて延在し、
　・第１層５の少なくとも２つの周縁は、第３中間層１２の第１表面の一部に結合され、
　・第３中間層１２の少なくとも２つの周縁は、第２外層１５の第１表面の一部に結合さ
れ、
　・第２外層１５の第１表面の残りは、実質的に、使用者の皮膚での使用に適した非毒性
の粘着性物質でコートされ、かつ
　・第１、第２、及び第３層５、１５、１２は、使用者の身体の１つ以上の部位へ適合さ
れるフォームファクターに合ったサイズ及び形状にされる。
【００８７】
　別の変形では、バンデージ１０は、吸収性の、第３中間層１２なしに製作され、ここで
、第２外層１５は、第１層５の少なくとも２つの周縁を越えて延在し、かつ第１表面５の
少なくとも２つの周縁は、第２の外層１５の第１表面の一部分に結合されている。この変
形は、バンデージ１０のより良好な全体的な熱伝達特性を促進するものとなるが、バンデ
ージ１０の周囲の周辺に吸収性物質がないことは、滲出性創傷には望ましいものではない
かもしれない。
【００８８】
　この実施形態は、非平面の、放熱促進性の表面トポグラフィー５が、複数の放熱促進性
の突起７（また、例えば図１０Ａ～１０Ｎも参照）を含む点で、さらに増強されてもよく
、前記突起は錐体様突起、ハーフドーム様突起、及び角錐様突起からなる群より選択され
る。変形においては、複数の放熱促進性の突起７（また、例えば図１０Ａ～１０Ｎも参照
）は、第１層５上に並んで配置され、各列の、その隣接する列に対する配置は、互い違い
、及び非互い違いからなる群より選択される。なお別の実施形態では、少なくとも１つの
放熱促進性の突起７は、その最上部から熱伝導性金属サブストレート５の基底平面に向け
て配置された孔６を備えており、このことは空気に暴露された表面積が付加されることか
ら、バンデージ１０の熱対流プロセスの助けとなる。別の変形では、第１層５は、熱伝導
性金属サブストレート５に、複数の製造された通気孔６を含む。ある適用では、その最上
部から熱伝導性金属サブストレート５の基底平面に向けて配置された孔６を備えた、少な
くとも１つの放熱促進性の突起７は、その孔を、熱伝導性金属サブストレート５を貫通し
て延在させる。ある場合には、少なくとも１つの放熱促進性の突起７に配置された孔６は
、第１層５の第２表面に向けて狭くなり、かつ第１層の第１表面に向けて広くなる直径を
有しており、これはともにサブストレート５の熱対流特性に役立っており、かつ２工程で
製造する型押しプロセスによって形成され、これにおいて主突起７は、サブストレート５
の第１表面から第２表面に向けた第１の型押しによって形成され、次に、形成された突起
７の最上部における、サブストレート５の第１表面に向けた型押し／穴あけが、開口６を
形成する。いくつかの他の場合には、形成された突起７における孔６は、円筒形状であり
、孔６の長さに沿ってほぼ同じ直径を維持する。
【００８９】
　この実施形態は、熱伝導性金属サブストレート５中の材料が、少なくとも９２％のアル
ミニウムと約５％のマグネシウムとを含有するアルミニウム合金からなる点で、さらに増
強されてもよい。
【００９０】
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　この実施形態は、第１層５中に使用されるアルミニウム合金が、以下の工程を含んでな
るプロセスによってアニールされる点で、さらに増強されてもよい。
　・アルミニウム合金に、７７５℃ないし９００℃の範囲の温度を受けさせること、及び
、
　・アニールされたアルミニウム合金に、炉中冷却を受けさせるか、又はアルミニウム合
金を自然冷却させること（即ち、非炉中冷却）。しかしながら、自然冷却の工程は、アル
ミニウム合金のひずみ硬化を実質的に除去すること、及びアルミニウム合金の再結晶化が
、実質的に均一な粒子成長と方向配向とをもたらすことを保証することに注目するべきで
ある。
【００９１】
　この実施形態は、熱変色性インジケータ部材４５をさらに含んでなることにより、さら
に増強可能であり、ここで、熱変色性インジケータ部材４５は、第１層５を介して熱傷創
と熱的連絡５Ａがあり、熱変色性インジケータ部材４５は、
　・前記バンデージが適用される熱傷が、所定の閾値に基づき、前記バンデージの安全な
除去にはまだ熱すぎるとき、使用者に表示すること、及び
　・熱傷が、少なくとも所定の閾値まで冷却されたとき、前記バンデージが安全に除去さ
れ及び／又は新たな医療用ドレッシング材に切り替え可能であるように、使用者に表示す
ること、
のためにキャリブレートされた材料からなる。
【００９２】
　変形においては、熱変色性インジケータ部材４５は、前記バンデージが適用される熱傷
の熱的状態について、色をベースとする使用者表示を提供する。別の変形では、熱変色性
インジケータ部材４５は、前記バンデージが適用される熱傷の熱的状態について、アイコ
ンをベースとする使用者表示を提供する。ある適用では、熱変色性インジケータ部材４５
は、熱変色性液晶、ロイコ染料、及び熱変色性インクからなる群より選択される材料から
なる。
【００９３】
　この実施形態は、第２層１５が実質的に、穿孔された１５２７－ＥＮＰエチレンビニル
アセテート（ＥＶＡ）からなる点で、さらに増強されてもよい。
【００９４】
　この実施形態は、第３の中間層１２が、実質的に、コットンコーズ（ｃｏｔｔｏｎ　ｃ
ａｕｓｅ）、シルクガーゼ、多孔性プラスチックガーゼ、及びヒドロゲルからなる群より
選択される材料からなる点で、増強されてもよい。
【００９５】
　この実施形態は、フォームファクターが、指、親指、つま先、肘、手首、膝、くるぶし
、足、手掌、及び顔からなる群より選択される人体の部分への、バンデージ１０の適用を
促進するべく適応される点で、さらに増強されてもよい。変形においては、フォームファ
クターは、長方形、正方形、角丸長方形、円形、楕円形、三角形、角丸三角形、及び連続
ストリップロールからなる群より選択される形状のものである。
【００９６】
Ｖ．熱傷創実施形態のためのバンデージの作製法
　この実施形態は、熱傷及び他の創傷を治療するためのバンデージの作製法を対象とする
。図１Ａ～３１Ｇ、特に図２０Ａ～３１Ｇを参照されたい。方法は、第１表面と第２表面
とを有している、薄い熱伝導性の金属サブストレート５から実質的になる、第１層５を提
供する工程を含んでなり、ここで該金属サブストレートの第１表面は、横から見ると実質
的に平面であり、かつ熱傷創に直接接触するのに適合されたプロフィールを有しており、
また、該金属サブストレートの第２表面の殆どは、横から見るとアルミニウムサブストレ
ート５の基底平面の上に立ち上がり、空気に直接暴露されるのに適合された、非平面の、
放熱促進性の表面トポグラフィーを有する。変形においては、熱伝導性金属サブストレー
ト５は、アルミニウム、銀、金、銅、マグネシウム、タングステン、白金、及び、任意の
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他の上記の金属を実質的に主成分とする金属合金からなる群より選択される金属から実質
的になる。
【００９７】
　別の実施形態では、方法は、実質的にポリマー性の物質から実質的になる、第２の外層
１５を提供する工程と、実質的に吸収性物質からなる、第３の中間層１２を提供する工程
とを含んでなり、各層は、第１表面と第２表面とを有する。さらなる変形では、第３の中
間吸収層１２の第１表面は、第１層５の第２表面の周縁の少なくとも２つと係合しかつ被
覆するべく適合されているが、第１層５の第２表面の殆どは、剥き出しで空気に暴露され
たまま残されており、ここで、
　・第２の外層１５の第１表面は、第３層１２の第２表面の少なくとも２つの周縁と係合
しかつカバーするべく適合されるが、また第１層５の第２表面は、剥き出しで空気に暴露
されたまま残し、
　・第２及び第３層１５、１２は、第１層５の少なくとも２つの周縁を越えて延在し、
　・第２外層１５は、第３中間層１２の少なくとも２つの周縁を越えて延在し、
　・第１層５の少なくとも２つの周縁は、第３中間層１２の第１表面の一部に結合され、
　・第３中間層１２の少なくとも２つの周縁は、第２外層１５の第１表面の一部に結合さ
れ、
　・第２外層１５の第１表面の残りは、実質的に、使用者の皮膚での使用に適した非毒性
の粘着性物質でコートされ、かつ
　・第１、第２、及び第３層５、１５、１２は、使用者の身体の１つ以上の部位へ適合さ
れるフォームファクターに合ったサイズ及び形状にされる。
【００９８】
　別の変形では、バンデージ１０は、吸収性の、第３中間層１２なしに製作され、ここで
、第２外層１５は、第１層５の少なくとも２つの周縁を越えて延在し、かつ第１表面５の
少なくとも２つの縁は、第２外層１５の第１表面の一部分に連結されている。この変形は
、バンデージ１０のより良好な全体的な熱伝達特性を促進するものとなるが、バンデージ
１０の周囲の周辺に吸収性物質がないことは、滲出性創傷には望ましいものではないかも
しれない。
【００９９】
　この実施形態は、非平面の、放熱促進性の表面トポグラフィー５が、複数の放熱促進性
の突起７（また、例えば図１０Ａ～１０Ｎも参照）を提供する工程を含む点で、さらに増
強されてもよく、前記突起は、錐体様突起、ハーフドーム様突起、及び角錐様突起からな
る群より選択される。変形においては、複数の放熱促進性の突起７（また、例えば図１０
Ａ～１０Ｎも参照）は、第１層５上に並んで配置され、各列の、その隣接する列に対する
配置は、互い違い、及び非互い違いからなる群より選択される。なお別の実施形態では、
少なくとも１つの放熱促進性の突起７は、その最上部から熱伝導性金属サブストレート５
の基底平面に向けて配置された孔６を備えており、このことは空気に暴露された表面積が
付加されることから、バンデージ１０の熱対流プロセスの助けとなる。他の変形では、第
１層５は、熱伝導性金属サブストレート５に、複数の製造された通気孔６を含む。ある適
用では、その最上部から熱伝導性金属サブストレート５の基底平面に向けて配置された孔
６を備えた、少なくとも１つの放熱促進性の突起７は、その孔を、熱伝導性金属サブスト
レート５を貫通して延在させる。ある場合には、少なくとも１つの放熱促進性の突起７に
配置された孔６は、第１層５の第２表面に向けて狭くなり、かつ第１層の第１表面に向け
て広くなる直径を有しており、これはともにサブストレート５の熱対流特性に役立ってお
り、かつ２工程で製造する型押しプロセスによって形成され、これにおいて主突起７は、
サブストレート５の第１表面から第２表面に向けた第１の型押しによって形成され、次に
、形成された突起７の最上部における、サブストレート５の第１表面に向けた型押し／穴
あけが、開口６を形成する。いくつかの他の場合には、形成された突起７における孔６は
、円筒形状であり、孔６の長さに沿ってほぼ同じ直径を維持する。
【０１００】
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　この実施形態は、熱伝導性金属サブストレート５中の材料が、少なくとも９２％のアル
ミニウムと約５％のマグネシウムとを含有するアルミニウム合金からなる点で、さらに増
強されてもよい。
【０１０１】
　この実施形態は、第１層５中に使用されるアルミニウム合金が、以下の工程を含んでな
るプロセスによってアニールされる点で、さらに増強されてもよい。
　・アルミニウム合金に、７７５℃ないし９００℃の範囲の温度を受けさせること。及び
、
　・アニールされたアルミニウム合金に、炉中冷却を受けさせるか、又はアルミニウム合
金を自然冷却させる（即ち、非炉中冷却）。しかしながら、自然冷却の工程は、アルミニ
ウム合金のひずみ硬化を実質的に除去すること、及びアルミニウム合金の再結晶化が、実
質的に均一な粒子成長と方向配向とをもたらすことを保証することに注目するべきである
。
【０１０２】
　この実施形態は、熱変色性インジケータ部材４５を提供する工程をさらに含んでなるこ
とにより、さらに増強可能であり、ここで、熱変色性インジケータ部材４５は、第１層５
を介して熱傷創と熱的連絡５Ａがあり、熱変色性インジケータ部材４５は、
　・前記バンデージが適用される熱傷が、所定の閾値に基づき、前記バンデージの安全な
除去にはまだ熱すぎるとき、使用者に表示すること、及び
　・熱傷が、少なくとも所定の閾値まで冷却されたとき、前記バンデージが安全に除去さ
れ及び／又は新たな医療用ドレッシング材に切り替え可能であるように、使用者に表示す
ること、
のためにキャリブレートされた材料を含んでなる。
【０１０３】
　変形においては、熱変色性インジケータ部材４５は、前記バンデージが適用される熱傷
の熱的状態について、色をベースとする使用者表示を提供する。別の変形では、熱変色性
インジケータ部材４５は、前記バンデージが適用される熱傷の熱的状態について、アイコ
ンをベースとする使用者表示を提供する。ある適用では、熱変色性インジケータ部材４５
は、熱変色性液晶、ロイコ染料、及び熱変色性インクからなる群より選択される材料から
なる。
【０１０４】
　この実施形態は、第２層１５が実質的に、穿孔された１５２７－ＥＮＰエチレンビニル
アセテート（ＥＶＡ）からなる点で、さらに増強されてもよい。
【０１０５】
　この実施形態は、第３中間層１２が、実質的に、コットンコーズ（ｃｏｔｔｏｎ　ｃａ
ｕｓｅ）、シルクガーゼ、多孔性プラスチックガーゼ、及びヒドロゲルからなる群より選
択される材料からなる点で、さらに増強されてもよい。
【０１０６】
　この実施形態は、フォームファクターが、指、親指、つま先、肘、手首、膝、くるぶし
、足、手掌、及び顔からなる群より選択される人体の部分への、バンデージ１０の適用を
促進するべく適応される点で、さらに増強されてもよい。変形においては、フォームファ
クターは、長方形、正方形、角丸長方形、円形、楕円形、三角形、角丸三角形、及び連続
ストリップロールからなる群より選択される形状のものである。
【０１０７】
ＶＩ．熱傷創実施形態のためのバンデージの使用法
　この実施形態は、熱傷及び他の創傷を治療するために適合された、上記のセクションＩ
ＩＩ又はセクションＩＶのいずれかによるバンデージの使用法を対象とする。図１Ａ～３
１Ｇ、特に図２０Ａ～３１Ｇを参照されたい。この実施形態は、第２又は第３層、１５、
１２のないバンデージに関係する。方法は、
　・上記のセクションＩＩＩ又はセクションＩＶのいずれかにより、バンデージ１０を得
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ること、及び
　・バンデージ１０を熱傷創６０に対し、第１層５の第１表面を、前記熱傷創６０と直接
接触させて適用すること、及び
　・バンデージ１０のいくつかの、又は全ての縁に沿ってかつ非熱傷組織を囲む組織まで
延長して粘着性の医療用テープを適用することにより、バンデージ１０を熱傷創６０の上
の位置に固定すること、を含んでなり、ここで、バンデージの第１層５の上面は、殆どが
剥き出しで周囲環境に暴露されたまま残される。
【０１０８】
　この実施形態は、非平面の、放熱促進性の表面トポグラフィー５が、複数の放熱促進性
の突起７（また、例えば図１０Ａ～１０Ｎも参照）を含む点で、さらに増強されてもよく
、前記突起は、錐体様突起、ハーフドーム様突起、及び角錐様突起からなる群より選択さ
れる。変形においては、複数の放熱促進性の突起７（また、例えば図１０Ａ～１０Ｎも参
照）は、第１層５上の列中に配置され、各列の、その隣接する列に対する配置は、互い違
い、及び非互い違いからなる群より選択される。なお別の実施形態では、少なくとも１つ
の放熱促進性の突起７は、その最上部から熱伝導性金属サブストレート５の基底平面に向
けて配置された孔６を備えており、このことは空気に暴露された表面積が付加されること
から、バンデージ１０の熱対流プロセスの助けとなる。別の変形では、第１層５は、熱伝
導性金属サブストレート５に、複数の製造された通気孔６を含む。ある適用では、その最
上部から熱伝導性金属サブストレート５の基底平面に向けて配置された孔６を備えた、少
なくとも１つの放熱促進性の突起７は、その孔を、熱伝導性金属サブストレート５を貫通
して延在させる。ある場合には、少なくとも１つの放熱促進性の突起７に配置された孔６
は、第１層５の第２表面に向けて狭くなり、かつ第１層の第１表面に向けて広くなる直径
を有しており、これはともにサブストレート５の熱伝導特性に役立っており、かつ２工程
で製造する型押しプロセスによって形成され、これにおいて主突起７は、サブストレート
５の、第１表面から第２表面に向けた第１の型押しによって形成され、次に、形成された
突起７の最上部における、サブストレート５の第１表面に向けた型押し／穴あけが、開口
６を形成する。いくつかの他の場合には、形成された突起７における孔６は、円筒形状で
あり、孔６の長さに沿ってほぼ同じ直径を維持する。
【０１０９】
　この実施形態は、熱伝導性金属サブストレート５中の材料が、少なくとも９２％のアル
ミニウムと約５％のマグネシウムとを含有するアルミニウム合金からなる点で、増強され
てもよい。
【０１１０】
　この実施形態は、第１層５中に使用されるアルミニウム合金が、以下の工程を含んでな
るプロセスによってアニールされる点で、増強されてもよい。
　・アルミニウム合金に、７７５℃ないし９００℃の範囲の温度を受けさせること、及び
、
　・アニールされたアルミニウム合金に、炉中冷却を受けさせるか、又はアルミニウム合
金を自然冷却させること（即ち、非炉中冷却）。しかしながら、自然冷却の工程は、アル
ミニウム合金のひずみ硬化を実質的に除去すること、及びアルミニウム合金の再結晶化が
、実質的に均一な粒子成長と方向配向とをもたらすことを保証することに注目するべきで
ある。
【０１１１】
　この実施形態は、バンデージが熱変色性インジケータ部材４５をさらに含んでなる点で
、増強されてもよく、ここで、
　・熱変色性インジケータ部材４５は、第１層５を介して熱傷創と熱的連絡５Ａがあり、
かつ
　・熱変色性インジケータ部材４５は、バンデージ１０が適用される熱傷が、所定の閾値
に基づき、前記バンデージの安全な除去にはまだ熱すぎるとき、使用者に表示するため、
及び、熱傷が、少なくとも所定の閾値まで冷却されたとき、バンデージ１０が安全に除去
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され、及び／又は新たな医療用ドレッシング材に切り替え可能であるように、使用者に表
示するために、キャリブレートされた材料を含んでなる。
【０１１２】
　この実施形態は、熱変色性インジケータ部材４５が、バンデージ１０がそれに適用され
る熱傷の熱的状態について、色をベースとする使用者表示を提供する点で、増強されても
よい。
【０１１３】
　この実施形態は、熱変色性インジケータ部材４５が、バンデージ１０がそれに適用され
る熱傷の熱的状態について、アイコンをベースとする使用者表示を提供する点で、増強さ
れてもよい。
【０１１４】
　この実施形態は、熱変色性インジケータ部材４０、４５、７０、８０、８５が、熱変色
性液晶、ロイコ染料、及び熱変色性インクからなる群より選択される材料を含んでなる点
で、増強されてもよく。
【０１１５】
　この実施形態は、以下の工程をさらに含んでなることによって増強可能である。
　・熱変色性インジケータ部材４５を観察すること、
　・熱変色性インジケータ部材４５が、熱傷創６０が熱すぎることを示す場合には、さら
に、熱傷創６０上のバンデージ１０の適用を継続して、熱傷創６０をさらに冷却すること
、
　・熱変色性インジケータ部材４５が、熱傷創６０が充分に冷却されていることを示す場
合は、次に、バンデージ１０を熱傷創６０から除去し、かつ別の医療用ドレッシング材を
熱傷創６０に適用すること；及び
　・バンデージ１０が熱傷創６０から除去されるまで、先の工程を必要に応じて繰り返す
こと。
【０１１６】
　この実施形態は、上記に参照された別の医療用ドレッシング材が、医薬化合物、治療用
化合物、及び無菌のガーゼをベースとするか又は綿をベースとするバンデージからなる群
より選択される、任意の１つ又は組合せである点で、増強されてもよい。
【０１１７】
　この実施形態は、フォームファクターが、指、親指、つま先、肘、手首、膝、くるぶし
、足、手掌、及び顔からなる群より選択される人体の部分への、バンデージ１０の適用を
促進するべく適応される点で、さらに増強されてもよい。変形においては、フォームファ
クターは、長方形、正方形、角丸長方形、円形、楕円形、三角形、角丸三角形、及び連続
ストリップロールからなる群より選択される形状のものである。
【０１１８】
　この実施形態は、適用されたバンデージ１０の暴露されたアルミニウムサブストレート
５に、熱傷創６０の冷却を速める目的で強制空冷を受けさせる工程をさらに含んでなるこ
とにより、増強されてもよい。
【０１１９】
ＶＩＩ．熱傷創実施形態のためのバンデージの使用法
　この実施形態は、熱傷及び他の創傷を治療するために適合された、上記のセクションＩ
ＩＩ又はセクションＩＶのいずれかによるバンデージの使用法を対象とする。図１Ａ～３
１Ｇ、特に図２０Ａ～３１Ｇを参照されたい。この実施形態は、少なくとも１つの第２層
（及び恐らく第３層）１５、１２のあるバンデージに関係する。方法は、
　・上記のセクションＩＩＩ又はセクションＩＶのいずれかにより、バンデージ１０を得
ること、及び
　・バンデージ１０を熱傷創６０に対し、第１層５の第１表面を、前記熱傷創６０と直接
接触させて適用すること、及び
　・バンデージ１０の第２層１５の第１面上に配置された粘着性物質により、バンデージ
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１０を熱傷創６０の上の位置に固定すること、
を含んでなる。
【０１２０】
　この実施形態は、非平面の、放熱促進性の表面トポグラフィー５が、複数の放熱促進性
の突起７（また、例えば図１０Ａ～１０Ｎも参照）を含む点で、さらに増強されてもよく
、前記突起は、錐体様突起、ハーフドーム様突起、及び角錐様突起からなる群より選択さ
れる。変形においては、複数の放熱促進性の突起７（また、例えば図１０Ａ～１０Ｎも参
照）は、第１層５上に並んで配置され、各列の、その隣接する列に対する配置は、互い違
い、及び非互い違いからなる群より選択される。なお別の実施形態では、少なくとも１つ
の放熱促進性の突起７は、その最上部から熱伝導性金属サブストレート５の基底平面に向
けて配置された孔６を備えており、このことは空気に暴露された表面積が付加されること
から、バンデージ１０の熱対流プロセスの助けとなる。別の変形では、第１層５は、熱伝
導性金属サブストレート５に、複数の製造された通気孔６を含む。ある適用では、その最
上部から熱伝導性金属サブストレート５の基底平面に向けて配置された孔６を備えた、少
なくとも１つの放熱促進性の突起７は、その孔を、熱伝導性金属サブストレート５を貫通
して延在させる。ある場合には、少なくとも１つの放熱促進性の突起７に配置された孔６
は、第１層５の第２表面に向けて狭くなり、かつ第１層の第１表面に向けて広くなる直径
を有しており、これはともにサブストレート５の熱伝導特性に役立っており、かつ２工程
で製造する型押しプロセスによって形成され、これにおいて主突起７は、サブストレート
５の、第１表面から第２表面に向けた第１の型押しによって形成され、次に、形成された
突起７の最上部における、サブストレート５の第１表面に向けた型押し／穴あけが、開口
６を形成する。いくつかの他の場合には、形成された突起７における孔６は、円筒形状で
あり、孔６の長さに沿ってほぼ同じ直径を維持する。
【０１２１】
　この実施形態は、熱伝導性金属サブストレート５中の材料が、少なくとも９２％のアル
ミニウムと約５％のマグネシウムとを含有するアルミニウム合金からなる点で、増強され
てもよい。
【０１２２】
　この実施形態は、第１層５中に使用されるアルミニウム合金が、以下の工程を含んでな
るプロセスによってアニールされる点で、増強されてもよい。
　・アルミニウム合金に、７７５℃ないし９００℃の範囲の温度を受けさせること、及び
、
　・アニールされたアルミニウム合金に、炉中冷却を受けさせるか、又はアルミニウム合
金を自然冷却させること（即ち、非炉中冷却）。しかしながら、自然冷却の工程は、アル
ミニウム合金のひずみ硬化を実質的に除去すること、及びアルミニウム合金の再結晶化が
、実質的に均一な粒子成長と方向配向とをもたらすことを保証することに注目するべきで
ある。
【０１２３】
　この実施形態は、バンデージが熱変色性インジケータ部材４５をさらに含んでなる点で
、増強されてもよく、ここで、
　・熱変色性インジケータ部材４５は、第１層５を介して熱傷創と熱的連絡５Ａがあり、
かつ
　・熱変色性インジケータ部材４５は、バンデージ１０が適用される熱傷が、所定の閾値
に基づき、前記バンデージの安全な除去にはまだ熱すぎるとき、使用者に表示するため、
及び、熱傷が、少なくとも所定の閾値まで冷却されたとき、バンデージ１０が安全に除去
され、及び／又は新たな医療用ドレッシング材に切り替え可能であるように、使用者に表
示するために、キャリブレートされた材料を含んでなる。
【０１２４】
　この実施形態は、熱変色性インジケータ部材４５が、バンデージ１０がそれに適用され
る熱傷の熱的状態について、色をベースとする使用者表示を提供する点で、増強されても
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【０１２５】
　この実施形態は、熱変色性インジケータ部材４５が、バンデージ１０がそれに適用され
る熱傷の熱的状態について、アイコンをベースとする使用者表示を提供する点で、増強さ
れてもよい。
【０１２６】
　この実施形態は、熱変色性インジケータ部材４０、４５、７０、８０、８５が、熱変色
性液晶、ロイコ染料、及び熱変色性インクからなる群より選択される材料を含んでなる点
で、増強されてもよい。
【０１２７】
　この実施形態は、以下の工程をさらに含んでなることによって増強可能である。
　・熱変色性インジケータ部材４５を観察すること、
　・熱変色性インジケータ部材４５が、熱傷創６０が熱すぎることを示す場合には、さら
に、熱傷創６０上のバンデージ１０の適用を継続して、熱傷創６０をさらに冷却すること
、
　・熱変色性インジケータ部材４５が、熱傷創６０が充分に冷却されていることを示す場
合は、次に、バンデージ１０を熱傷創６０から除去し、かつ別の医療用ドレッシング材を
熱傷創６０に適用すること、及び
　・バンデージ１０が熱傷創６０から除去されるまで、先の工程を必要に応じて繰り返す
こと。
【０１２８】
　この実施形態は、上記に参照された別の医療用ドレッシング材が、医薬化合物、治療用
化合物、及び無菌のガーゼをベースとするか又は綿をベースとするバンデージからなる群
より選択される、任意の１つ又は組合せのドレッシング材である点で、増強されてもよい
。
【０１２９】
　この実施形態は、フォームファクターが、指、親指、つま先、肘、手首、膝、くるぶし
、足、手掌、及び顔からなる群より選択される人体の部分への、バンデージ１０の適用を
促進するべく適応される点で、さらに増強されてもよい。変形においては、フォームファ
クターは、長方形、正方形、角丸長方形、円形、楕円形、三角形、角丸三角形、及び連続
ストリップロールからなる群より選択される形状のものである。
【０１３０】
　この実施形態は、第２層１５が実質的に、穿孔された１５２７－ＥＮＰエチレンビニル
アセテート（ＥＶＡ）を含んでなる点で、さらに増強されてもよい。
【０１３１】
　この実施形態は、適用されたバンデージ１０の暴露されたアルミニウムサブストレート
５に、熱傷創６０の冷却を速める目的で強制空冷を受けさせる工程をさらに含んでなるこ
とにより、増強されてもよい。
【０１３２】
別の実施形態及び他の変形
　本明細書（添付の特許請求の範囲を含む）及び／又は付随する図面に例示された、種々
の実施形態及びそれらの変形は、代表的なものに過ぎず、本発明の開示の範囲を限定する
ことを意味するものではない。当業者には明らかなように、本発明の複数の変形が、本開
示の利益を用いて検討されてきたことが理解されるべきである。
【０１３３】
　それ故、当業者には、それらの全てが本明細書の記載及び図面の範囲内に含まれるべく
意図されている、本発明に対する無数の明らかな変形及び改良を考案する何らの困難もな
いであろう。
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